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ディスクロージャー誌とは 
 ディスクロージャー誌は、JA の経営内容等を開示した冊子のことで、農業協同組合法の規定に基

づいて作成しています。 

ディスクロージャーとは 
 ディスクロージャー（Disclosure）の言葉の意味は、「物事を明らかにして示す」ことで、通常「企

業の経営内容等の公開」のことです。 

ディスクロージャー誌に掲載されていることは 
 ディスクロージャー誌には、JA 丹波ひかみの経営理念や経営方針、リスク管理体制やコンプライ

アンス態勢、事業の内容、商品・サービスの内容、組織図や役員一覧、事業の概況及び事業実績、経

営・財務、自己資本の状況を示す情報が掲載されています。 

JA にディスクロージャーが求められるのは 
 JA は、組合員・利用者の大事な資金を貯金としてお預かりしております。JA 丹波ひかみの経営状

況を知っていただくことで安心してお預けいただくために、また、貯金だけでなく事業資金のご融資

や様々な決済等のお取り引きについても、安心してご利用いただくために事業活動全般について開示

いたします。 
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ごあいさつ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波ひかみ農業協同組合 

代表理事組合長  藤原 昌和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

組合員・利用者の皆さまには、益々ご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。 

平素は、ＪＡ丹波ひかみの事業に格別のご支援ご協力を賜っておりますこと、役

職員一同厚くお礼申し上げます。 

この度、ＪＡの事業・経営内容および活動状況をとりまとめた「2025ＤＩＳＣ

ＬＯＳＵＲＥ」（ディスクロージャー誌）を作成いたしました。ご高覧を賜り、皆

さま方に当ＪＡへのご理解をより一層深めていただく一助となれば幸いに存じま

す。 

さて、わが国の景気動向は、日本銀行の金融政策により、長らく続いた低金利時

代から金利ある世界への転換や米国による新たな関税の導入など、先行きの見通し

が困難であり、今後も経済環境が大きく変化していくことが予測されます。 

一方、日本の農業をめぐる環境は、25 年ぶりに食料・農業・農村基本法の改正法

が成立しましたが、世界的な物価高騰や常態化する異常気象等による作物への被害

など、農業の持続可能性が脅かされています。また、米をめぐる報道が連日続くな

ど価格や流通量に対しての関心が非常に高まっています。小売店での精米販売価格

は依然として高値で推移しておりますが、米を含め生産に必要な肥料・燃料などの

資材もここ数年間で高騰・高止まりしており、コストの増加分を販売価格へ反映し

ていかなければ、持続可能な生産は実現できない状況にあります。JA グループは市

場の安定、そして「適正な価格形成」のもとでの持続可能な食料生産の実現をめざ

してまいります。 

当組合としましては、令和７年産米仮渡金の最低保証価格の設定や各支援策を整

えること等、引き続き生産者の皆さまに安心して栽培いただける環境整備に取り組

んでまいります。 

こうした情勢を受け、当組合は第１２次ＪＡ運動３ヵ年計画の基本目標を「とも

に育む、地域の絆と農業の未来のために」と策定し、変化する時代における協同組

合としての総合力を発揮して、役職員一丸となって取り組んでいく所存でございま

す。 

令和７年度におきましても、ＪＡを取り巻く環境はさらに厳しさを増すものと予

想されますが、「事業方針」及び「事業実施計画」を着実に実践するとともに、Ｊ

Ａの役割を果たし組合員の皆さまから、さらに期待され信頼されるＪＡ丹波ひかみ

をめざして努力してまいります。 

今後とも、なお一層のご理解とご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

  

ともに育む、 

地域の絆と農業の未来のために 
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基本理念 
 

ＪＡを取り巻く農業・金融・経済情勢の急速な変化に対応し、組合員の期待と信頼にこたえる諸活動に取り組む

ため、当ＪＡでは令和 7 年度を初年度とする第 12 次 3 ヵ年経営計画と第 12 次営農振興 3 ヵ年計画（TAP21）

を策定し、その実践につとめます。 

ＪＡ丹波ひかみは、「組織基盤の強化」と「効率的な経営」を基本に、地域に存在感のある組織として今後も

「事業・組織・経営の改革」に積極的に取り組み、利用者志向に徹したサービスの向上につとめてまいります。 

引き続き、経営の健全性・高度化をモット－に、農業の振興と地域社会への貢献につとめ「ＪＡ丹波ひかみ」に

「誇り」と「自信」、「責任」を持って、皆さまとともに協同運動に全力を注いでまいります。 

ＪＡ丹波ひかみの基本理念・経営理念・基本方針・基本目標は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

基 本 理 念 

「希望
ゆ め

とうるおいのあるまちづくり」 

 

 

 

 

 

経 営 理 念 

「期待と信頼にこたえるＪＡ丹波ひかみ」 
 

 

 

 

 

基 本 方 針 

１．農業の振興を核とした地域社会づくりにつとめます。 

 

１．皆さまのニーズにこたえる高水準な事業展開を図ります。 

 

１．時代の変化に対応できる積極的な経営改革に取り組みます。 
 

 

 

 

 

基 本 目 標 

「ともに育む、地域の絆と農業の未来のために」 

変化する時代における協同組合としての総合力を発揮します 
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事業方針 
 

 組織運営・経営管理          

『総合力を発揮し、変化する時代に対応することで持続

可能な組織・経営基盤の確立につとめます』 

１．信頼とつながり強化に向けた活動と情報発信に

つとめます。 

２．多様な組合員の意思反映と次世代組合員の加入

促進により組織基盤の強化につとめます。 

３．営農経済事業をはじめ各事業の成長・効率化戦

略の実践に取り組み、経営基盤強化につとめま

す。 

４．多様な人材が活躍し、組合員・地域を支え続け

る人づくりに取り組みます。 

５．不稼動資産の整理につとめ、着実な処理をすす

めます。 

６．コンプライアンス態勢の強化・確立につとめま

す。 

７．内部統制の確立につとめます。 

８．組合員の利便性向上と計画的な固定資産投資を

すすめます。 

 

 営農関連事業             

『丹波の農畜産物ブランド力向上に向けた集荷量増大に

より、持続可能な農業の実現をめざします』 

１．重点振興作物（米・小豆・黒大豆・栗・山の芋）

栽培の省力化を図り、生産者の拡大につとめま

す。 

２．環境変化に対応した新しい技術の導入・普及に

より、農作業の省力化・収量の安定化につとめ

ます。 

３．営農塾等を開催し農家後継者のスキルアップに

つとめます。 

４．JA タウンを中心にｅコマースでの販路拡大に 

取り組みます。 

５．基幹調製施設（氷上ＣＥ・春日ＲＣ）及び各Ｒ

Ｃ（山南・柏原・青垣・市島）を荷受施設の老

朽化に対応した更新を行います。 

６．環境問題（SDGｓ）を意識した生産資材を研究

し供給につとめます。 

７．営農渉外活動を強化し、組合員・利用者のＪＡ

利用率向上につとめます。 
８．直売所の集客力アップの取り組みと、季節ごと

の品目の生産力向上に向け、農家所得の増大を

図ります。 

９．畜産農家の経営規模拡大と持続可能な経営を支

援し、生産基盤の維持・強化を図ります。 

１０．自給飼料の増産を推進し、農地の利活用と畜産

農家の所得向上を図ります。 

１１．スマート農機の提案により、省力化はもちろん、

効率の良い持続可能な農業の実現に貢献すると

ともに、農作業安全を推進します。 

１２．みどりの食料システム戦略の着実な実践に向け

て取り組みます。 

 １３．協同組合としての役割を発揮するため、営農経

済事業毎に目標を定め、収支改善による経営基

盤の強化につとめます。 

 

 生活関連事業             

『組合員・利用者の暮らしの向上を応援します』 

１．組合員・利用者のニーズにあった商品・サービ

スの提案・提供につとめます。 

 

 指導事業               

『環境変化に対応し、持続可能な地域の農業を支援しま

す』 

１．農業後継者不足・遊休農地抑制の対策として、

㈱アグリサポートたんばの農業経営を本格化し

ます。 

２．きめ細かい栽培技術の指導を強化し、環境変化

に対応した収量安定化技術を普及します。 

３．営農支援積立金の活用方法を見直し、農家所得

向上に向けて農家・担い手のＪＡ利用率向上を

図る支援施策を実施します。 

 

 信用事業               

『時代の変化に対応し、皆さまの期待に応え選ばれるＪ

Ａバンクをめざします』 

１．地域に密着し、安心してご利用いただける事業

運営につとめます。 

２．組合員・利用者のライフサイクルや時代の変化

に応じた金融サービスの提供により、利用者の

利便性と満足度の向上を図ります。 

３．総合的な相談・提案業務に対応できる職員の育

成と体制整備につとめます。 

４．業務の効率化および堅確性の向上につとめます。 

 

 共済事業               

『組合員・利用者に寄り添い、ＪＡ共済事業の「理念」

と「使命」の実現をめざします』 

１．組合員・利用者に「安心」と「満足」を届け、

契約者一人ひとりに寄り添う活動を展開しま

す。 

２．ＪＡ共済事業の「理念」と「使命」を実現する

ため、組合員・利用者本位に基づく育成につと

めます。 

３．組合員・利用者の保障充足の向上に向け、安心

して暮らせる保障の提供・拡充につとめます。 

４．コンプライアンスの強化を図り、事務の適正化

と効率化につとめます。 

５．自動車共済の普及と自動車事故対応・大規模災

害対応の更なる強化につとめます。 

経営管理体制 

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会

において選任された理事により構成される「委員会」（総務委員会、営農経済委員会、金融共済委員会）や「理事会」により

業務の執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。 

組合の業務執行を行う理事は、組合員の代表者からなる役員候補者推せん会議の決定を経て、公正な選挙手続きにより選任

されております。また、営農経済事業及び信用・共済事業についてはそれぞれ専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合

法第３０条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。 

（28 ページ 機構図参照） 



 4 

事業の概況（令和６年度） 
 

 全体の概況              

 

ＪＡ丹波ひかみは、令和６年度、第１１次ＪＡ運動

３ヵ年計画の最終年度として、持続可能な農業と豊か

な地域づくりをめざして、経営の健全性を確保し、協

同組合としての役割を発揮することを基本目標に掲

げ、事業を展開してきました。 

はじめに、組織運営面においては、渉外担当者を中

心とした「組合員の声を聞く」活動を実施し、1,223

件の意見を集め、ＪＡへのニーズや地域の課題を経営

計画に反映する体制の構築につとめました。 

また、組合員・地域住民の皆さまとの関係を深める

ことを目的として、ＪＡふれあいまつり等のふれあい

活動の実施や、将来を担う子どもたちに「食と農の重

要性」を伝えることを目的とした食農教育活動「田ん

ぼの学校」の実践にも取り組みました。 

事業活動の取り組みについては、まず営農経済事業

では、アグリ塾等を開催し定年帰農される方などの、

新規栽培者を対象とした講習会を実施し、丹波市特産

物の栽培面積拡大に取り組みました。また、共同乾燥

調製施設及び各籾荷受施設の設備を更新し、将来を見

通した施設運営体制を構築しました。 

信用事業では、推進体制の確立と相談機能の充実を

図るために、総合的な提案・相談業務に対応できる信

用担当職員の育成に取り組みました。また、利用者の

利便性の向上を図るために、ネットバンクやアプリ等

の非対面取引の利用促進につとめました。 

共済事業では、渉外担当者を中心とした３Q 訪問活

動を展開し、保障内容の点検を実施しました。また、

組合員・地域住民の皆さまが、安心して暮らせる保障

を提供するために研修会等を実施し、職員の共済知識

の向上や事務レベルの向上につとめました。 

内部管理態勢の強化については、コンプライアンス

プログラムに基づく研修会を全部署で計画的に実施

し、コンプライアンス意識の向上と利用者保護等管理

体制の確立につとめるとともに、監査室により内部管

理態勢の適切性及び有効性の検証を行いました。 

最後に経営管理面については、経営状況とリスク情

報の適切な把握・分析により、将来にわたる経営の健

全性の確保に取り組みました。 

令和６年度の農業者の所得増大に向けた取り組みと

しては、とれたて野菜直売所は、年間を通じて様々な

イベントを実施し、農家所得の増大につとめました。

売上高は 347 百万円となり、前年度対比 59 百万円

増（20.4％増）となりました。また、精米の販売量は

270ｔとなり、前年度対比 43ｔ増（18.9％増）とな

りました。 

令和６年度の組合員の意見を把握するための取り組

みとしては、支店ふれあい協力委員会を 12 回の開催

と、昨年度に引き続き「組合員の声を聞く」活動の実

施を計画としました。その結果、支店ふれあい協力委

員会を 12 回開催しました。また、「組合員の声を聞

く」活動により、1,223 件の意見をいただき、正・准

組合員の意見を JA 運営に反映させる活動に取り組み

ました。 

こうした結果、令和６年度収支面では、当期剰余金

が計画を上回る５０５，７３９千円となり、自己資本

比率は２３．６７％となりました。 

おもな事業活動の内容と成果について次のとおりご

報告いたします。 

  組織運営               

 

１．「組合員の声を聞く」活動を実施し、集約した意

見・ご要望をもとに、次年度の経営計画を策定し

ました。 

２．将来を担う子ども達に「食と農の重要性」を伝え

ることを目的とした食農教育活動を実施しまし

た。 

３．「ＪＡふれあいまつり」をはじめ「ＪＡスマホ教

室」や「家庭菜園教室」などの「地域ふれあい活

動」を実施いたしました。 

４．公式ＬＩＮＥを通じて、イベントやキャンペーン

情報等、年間を通じて幅広い情報を発信しました。 

 

 信用事業               

 

貯金・為替 

１．「ＪＡバンク基本方針」に基づき、定期的に信用

事業総点検・自主点検等を実施し、安心してご利

用いただけるようリスク管理体制の強化につとめ

ました。 

２．皆さまへの総合的な提案と相談にこたえられる職

員の育成に向け、担当者の資格取得や研修会等に

取り組みました。また、社会保険労務士による年

金無料相談会及び財務コンサルタントによる相続

遺言相談会を定期的に開催しました。 

３．窓口事務研修を定期的に実施し、事務の堅確性向

上と利用者満足度向上につとめました。 

４．ネットバンク及び JA バンクアプリの利用促進に

より、非対面チャネルでの利便性の向上につとめ

ました。 

５．地域貢献事業の一環として、「ＪＡバンク兵庫サ

ッカー教室」「金融教室」を開催しました。 

 

融資 

１．渉外担当者の資格取得・研修会等への継続した取

り組みにより、各種ローンの相談機能充実を図り、

ローンの利用拡大につとめました。 

２．窓口担当者による積極的な提案と相談機能の充実

により、農業関連資金や生活関連資金等の利用拡

大につとめました。 

３．貸出金等の適正な資産査定の実施とリスク管理の

強化により、財務健全性の確保につとめました。 

 

余裕金運用 

１．「JA バンク基本方針」に基づいた安全・確実な

余裕金運用につとめました。 

 
取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 5 年度 6 年度 

貯金 275,849 265,061 

借入金 14 11 

貸出金 41,314 40,993 

預金 228,020 208,674 

有価証券 8,799 18,202 
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 共済事業               

 

長期・短期共済 

１．３Ｑ訪問活動と３Ｑコールを活用し、組合員・地

域住民との接点強化につとめました。 

２．組合員・地域住民の保障充足の向上に向け、安心

して暮らせる保障の提供につとめました。 

３．担当者のレベルアップによる事務の効率化と適正

性のある保全業務につとめました。 

４．スムーズな交通事故対応・災害対応につとめまし

た。 

５．地域貢献事業の展開として、ＪＡ共済アンパンマ

ンミニショーを実施しました。 

６．防災・減災に向けた支援活動として、丹波市

へ防災用品を寄贈しました。 

 
長期共済取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
保 有 高 

５年度 ６年度 

生命総合共済 309,777 290,034 

建物更生共済 252,219 245,180 

合  計 561,997 535,214 

年金共済 10,217 10,143 
生命総合共済の金額には、年金共済の年金年額を除き年金共済に付加され

た定期特約金額を含みます。 
 

短期共済取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
掛   金 

５年度 ６年度 

自動車共済 909 873 

自賠責共済等 204 202 

合  計 1,113 1,075 

 

 営農経済事業 【営農関連事業】      

 

営農 

１．地域農業の担い手対策、耕作放棄地の拡大防止対策に

取り組みました。  

２．特産物の持続的発展に取り組みました。 

３．営農関連部門の事業収支改善に取り組みました。 

４．専門的な人材の育成と職員のスキルアップにより、営

農指導の強化に取り組みました。 

 

販売 

１．販売先とのコミュニケーション強化により産地の

信頼を高め、農業所得の向上につとめました。 

 
取扱実績（受託販売） （単位：百万円） 

種  類 
販 売 ・ 取 扱 高 

５年度 ６年度 

米 884 1,129 

麦・豆・雑穀 255 196 

野菜 315 337 

果実 24 22 

花卉・花木 45 35 

その他 27 1 

合  計 1,551 1,723 
※米の販売高につきましては、当該事業年度中に販売が完了した金額を計上していま

す。 

 

 

※当該事業年度中に販売が完了した金額を計上しています。 
 

取扱実績（買取販売） （単位：百万円） 

種  類 
販 売 ・ 取 扱 高 

５年度 ６年度 

穀類 6 5 

青果物 33 46 

 畜産 

１．畜産経営安定化のため、生産性と飼料自給率の向

上に取り組みました。 

 
取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
販 売 高 

５年度 ６年度 

和子牛 265 361 

肉牛 243 374 

合  計 509 736 

 

営農購買 

１．肥料の早期仕入により、適正な価格での安定供給

につとめました。 

 
取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
供 給 ・ 取 扱 高 

５年度 ６年度 

肥料 318 321 

農薬 206 199 

飼料 106 89 

生産資材 165 146 

合  計 795 757 

 

農機 

１．ＩＣＴ農機を提案し、農作業の効率化・省力化を

図るとともに、農作業の安全を推進しました。 

 
取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
供 給 ・ 取 扱 高 

５年度 ６年度 

農機 163 170 

 

保管 

１．常温倉庫・低温倉庫の機能を有効に活用し、安全

な保管・品質管理につとめました。 

 
取扱実績  （単位：袋） 

種  類 
取 扱 量 

５年度 ６年度 

穀類保管 122,346 94 

 

特産加工 

１．丹波市特産品の需要、消費者ニーズに対応した販

売活動により、販路拡大につとめました。 

 
取扱実績  （単位：㌧） 

種  類 
取 扱 量 

５年度 ６年度 

山の芋 49 45 

黒大豆 18 13 

栗 25 19 

合  計 93 79 
 



 6 

  
 

共同利用施設 

１．水稲共同乾燥調製施設の利用拡大と効率的な運用

につとめました。 

２．とれたて野菜直売所を起点とした情報発信・イベ

ントの実施により丹波市産農畜産物の生産・消費

拡大につとめました。 

 
取扱実績 （単位：㌧、箱、百万円） 

種  類 
取 扱 量 

５年度 ６年度 

カントリー 

エレベーター 

ライスセンター 

米 （㌧） 3,705 3,260 

麦 （㌧） 104 88 

黒大豆 （㌧） 9 9 

小豆 （㌧） 23 4 

合 計 3,841 3,360 

育苗センター （箱） 220,518 218,167 

種子センター （㌧） 105 97 

小豆選別 （㌧） 156 46 

精米 （㌧） 227 270 

直売所 

委託品販売・取扱高 （百万円） 237 256 

仕入品販売・取扱高 （百万円） 50 91 
合計 （百万円） 288 347 

 

 営農経済事業 【生活関連事業】      

 

生活購買 

１．組合員・利用者のニーズに合った商品・サービス

の提案・提供につとめました。 

 
取扱実績  （単位：百万円） 

種  類 
供 給 ・ 取 扱 高 

５年度 ６年度 

生鮮食品 12 11 

一般食品 19 14 

主食 23 42 

日用品 55 50 

耐久消費財 57 51 

その他 11 19 

合  計 180 189 

 

葬祭 

１．葬儀の事前相談を行い、利用者の期待にこたえる

施行につとめました。 

 
取扱実績  （単位：件、百万円） 

種  類 
件数・利用高 

５年度 ６年度 

葬祭 
利用件数 161 137 

利用高 152 132 

 

みそ加工 

１．令和 6 年 2 月末をもって、販売を終了しました。 

 
取扱実績  （単位：㌧、百万円） 

種  類 
取扱量・取扱高 

５年度 ６年度 

みそ 

加工 

取扱量 3 - 

取扱高 2 - 

 

 

 

  指導事業               

 

１．みどりの食料システム戦略に向けた方策を検討し

ました。 

２．兼業農家等事業継承者の育成につとめました。 

３．営農支援積立金を活用し、特産主要５品目を中心

に振興支援を実施しました。 

 
収支差額実績  （単位：百万円） 

種  類 
収 支 差 額 

５年度 ６年度 

指導 △44 △59 

 

 その他事業              

 

農作業受委託 

１．オペレーター組織と農家の窓口となり、農作業の

受委託につとめました。 

 
収支実績  （単位：百万円） 

種  類 
収 支 額 

５年度 ６年度 

農作業受委託等 0 0 
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 経営管理               

 

経営管理 

１．経営の健全性・透明性の向上につとめました。 

２．不稼動資産の整理につとめました。 

 

人事・教育 

１．働き方改革の実践により働きがいのある職場づく

りにつとめました。 

２．適正な人事管理につとめるとともに、計画的な教

育研修を実施しました。 

 

コンプライアンス 

１．不祥事の再発防止策に取り組むとともに、コ

ンプライアンス委員会等で取り組み状況を厳

格に検証しました。 

２．利用者保護等管理態勢の確立につとめまし

た。 

３．研修会等を実施し、全役職員の知識とコンプライ

アンス意識の向上につとめました。 

 

内部監査 

１．法令等遵守及び利用者保護等管理態勢の検証を行

いました。 

２．内部統制システム基本方針に基づき、内部管理態

勢の適切性・有効性を検証しました。 

３．拠点別リスク管理態勢を踏まえた効率的な監査の

実施につとめました。 

４．監事及び会計監査人との連携により、効率的な監

査の実施につとめました。 

 

 当事業年度における重要事項      

 

 １．営農関連設備の更新を行いました。 

・柏原ライスセンター及び青垣ライスセンターの

計量器操作盤の更新 

・氷上カントリーエレベーターの穀温管理システ

ム及び搬送設備の更新 

 ２．営業店システム導入に係る各機器の更新を行いま

した。 

 

 対処すべき重要な課題         

 

１．不稼動資産と諸施設について 

不稼動資産の有効活用や売却につとめ、併せて諸

施設の整備を行います。 
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田んぼの学校 

ＪＡバンク兵庫ヴィッセル神戸 

サッカー教室 

ＪＡふれあいまつり 

ＪＡアグリ塾 

水稲肥料・農薬説明会 

事業活動のトピックス（令和６年度） 
 

実施・開催日 事 業 活 動 内 容 
令和 6 年  ４月 1 日 令和 5 年度期末棚卸監事監査 
 10・11・15・16・17・22 日 令和 5 年度期末監事監査 
 13 日 ＪＡ丹波ひかみ年金友の会「丘みどり コンサート」を開催 
 27 日 第 20 回「春の大感謝祭」を開催 
 30 日 定例理事会・監事会 

  
5 月       1 日 令和 5 年度期末監事監査 

 8～10・20・21 日 令和 5 年度会計監査人期末Ⅱ監査 
11 日 ＪＡアグリ塾（小豆・黒大豆初心者講習会）の開催 

13・28 日 臨時監事会 
22・23・27 日 区域別総代協議会を開催（各区域） 

 30 日 定例理事会・監事会 
  

6 月      8・15 日 農業用廃プラスチック・不要農薬の回収を実施 
19 日 定例理事会・監事会 
22 日 臨時理事会 
22 日 第 34 回通常総代会を開催 
22 日 初回役員会 
29 日 ＪＡバンク兵庫ヴィッセル神戸サッカー教室を開催 

   
7 月       11 日 役員引継会 

26 日 定例理事会・監事会 
26・27 日 夏の農機大展示会を開催（本店） 

  
8 月      3 日 ＪＡ共済アンパンマンミニショーを開催 

4 日 ＪＡアグリ塾（小豆・黒大豆初心者講習会）の開催 
16・20・26 日 健康寿命向上健診を実施（本店） 

27 日 定例理事会・監事会 
  

9 月      2 日 ＢＣＰに基づく緊急対応時訓練 
11・18・19・20 日 ＪＡ丹波ひかみ年金友の会 グラウンドゴルフ大会（各区域） 

19 日 丹波市畜産共進会 
30 日 定例理事会・監事会 

  
 10 月 1 日 上期棚卸監事監査 

9～11・15・16・23 日 上期監事監査 
12・19・26 日 ＪＡふれあいまつり（青垣区域・春日区域・市島区域） 

21・22・24・25 日 兵庫県常例検査 
30 日 定例理事会・監事会 

  
 11 月 1 日 上期監事監査 

1 日～令和 7 年 2 月 18 日 丹波大納言小豆ぜんざいフェアを開催 
 3・9・17 日 ＪＡふれあいまつり（氷上区域・柏原区域・山南区域） 

7 日 第 14 回 年金友の会ゴルフコンペ 
14 日 臨時監事会 

16・23 日 農業用廃プラスチック・不要農薬の回収を実施 
29 日 定例理事会・監事会 

  
 12 月 9～12 日 会計監査人期中Ⅰ監査 

21 日 ＪＡアグリ塾（水稲肥料・農薬説明会）の開催 
27 日 定例理事会・監事会 

  
令和 7 年 1 月 12 日 令和 7 年丹波市二十歳のつどいに記念品を進呈 

20～22 日 会計監査人期中Ⅱ監査 
24 日 ＪＡバンク兵庫「金融教室」を開催（新井小学校） 
30 日 定例理事会・監事会 

  
2 月       22 日 第 17 回ＪＡ丹波ひかみ農業振興大会・特産物品評会を開催（本店） 

28 日 定例理事会・監事会 
  

3 月       3・4 日 会計監査人期中Ⅲ監査 
 28 日 定例理事会・監事会 
 31 日 会計監査人期末Ⅰ監査 

  
 定期開催  ◎年金無料相談会  ◎相続・遺言無料相談会  ◎和子牛品評会  ◎和子牛せり市 
 随時開催  ◎「ふれあい活動」を実施（各区域） ふれあい農園、窓口感謝デー、地域美化活動、 
 窓口ロビー展、ＪＡスマホ教室  他 
 ◎食農教育活動実践プログラム「田んぼの学校」の実施（小学校14 校） 
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ＪＡ丹波ひかみは、「持続可能な農業と豊かな地域づくりをめざして」をテーマとする 

第１１次ＪＡ運動３ヵ年計画に取り組んできました。 

このビジョンには、私たちＪＡ丹波ひかみの組合員と役職員が一丸となって、農業や地域が 

抱える課題の解決に取り組む意思を込めています。当ＪＡでは組合員の皆さまとの対話を重視

し、その結果を踏まえた事業活動を実施しています。 

 令和６年度の主な取り組み状況を紹介します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①特産物栽培の振興に取り組みました。 

 

・特産物新規栽培者向けの初心者講習会を開催し、面積拡大に取り組

みました。 

・ＳＮＳを活用し特産物栽培及び直売所の情報発信を行いました。 

・季節の農産物を中心とした直売所イベントを実施しました。 

・スマート農業による栽培管理の省力化に取り組みました。 
 

②将来を見通した効率的な施設運営体制を構築しました。 

 

基幹施設（氷上カントリーエレベーター・春日ライスセンター）を 

中心とした共同乾燥調製施設の整備・更新に取り組みました。 

 

③地域農業の担い手不足、耕作放棄地拡大防止対策に取り組

みました。 

 

・㈱アグリサポートたんばを中心に耕作放棄地対策に取り組みました。 

・みどりの食料システム戦略に沿った、環境調和型農業の取り組みを

推進しました。 
 

 
 

 品目 令和５年度実績 令和６年度計画 令和６年度実績  

 米 884 百万円 816 百万円 1,129 百万円  

 小 豆 155 百万円 193 百万円 54 百万円  

 黒大豆 26 百万円 33 百万円 14 百万円  

 栗 21 百万円 22 百万円 20 百万円  

 山の芋 33 百万円 36 百万円 30 百万円  

 合 計 1,121 百万円 1,103 百万円 1,249 百万円  

ＪＡ丹波ひかみ 協同活動ハイライト 

基本方針 

１．農業の振興を核とした地域社会づくりにつとめます。 

１．皆さまのニーズにこたえる高水準な事業展開を図ります。 

１．時代の変化に対応できる積極的な経営改革に取り組みます。 

  農業の振興を核とした地域社会づくりにつとめます 

販売品販売高 
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①ふれあい活動の充実 

 

JA ふれあいまつりをはじめ、年間を通じて 93 回のふれあい活動

を実施し、組合員・地域住民との関係強化につとめました。 

 

②リレーションシップ活動の実施 

 

組合員・地域住民の皆さまとのつながりを強める事を目的として、

全職員が皆さまのお宅へ訪問し、情報提供をするリレーションシ

ップ活動を 2 回実施しました。 

 

 

 

①公式 LINE 登録者数の 10,000 人達成 

 

年間を通じて、営農情報やキャンペーン等 46 件のメッセージを

投稿しました。また、各イベントでの登録の呼びかけによって登

録者数が 10,000 人に達しました。 

 

②系列店の支店集約 

 

職員の専門性の向上と店舗運営の効率化を目的として、系列店（久

下店・幸世店・生郷店）の共済業務を支店に集約しました。それ

に伴い、山南支店・氷上支店の相談窓口をリニューアルしました。 

 

 

 

①金利の動向やキャンペーンの情報が知りたい 

 

渉外担当者の訪問活動や窓口対応での情報提供の充実を図りまし

た。また、金融アドバイザーとして、総合的な提案・相談業務に

対応できる職員の育成に取り組みました。 

 

②定期的な訪問と共済内容の見直しを継続してほしい 

 

組合員・地域住民の皆さまに、「安心」と「満足」を届けるため

に３Ｑ訪問活動と３Ｑコールによる保障点検を行いました。 

皆さまのニーズにこたえる高水準な事業展開を図ります 

 

時代の変化に対応できる積極的な経営改革に取り組みます 

 

 組合員の皆さまの意見を踏まえたＪＡ丹波ひかみの取り組み 
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農業振興活動 
 

ＪＡ丹波ひかみは、組合員の「営農と暮らし」を守り、

地域農業の振興を図るとともに、農業を通じて豊かな地域

社会を築くために、農業振興活動に取り組んでいます。 

令和７年度から令和９年度までの実践方針を示した、第

12 次営農振興３ヵ年計画を基本として、ともに育む、地

域の絆と農業の未来のために、丹波の農畜産物ブランド力

向上に向けた集荷量増大により、持続可能な農業の実現を

めざし取り組んでいます。 

 

１．重点振興作物（米・小豆・黒大豆・栗・山の芋）栽

培の省力化を図り、生産者の拡大につとめます。 

 

２．環境変化に対応した新しい技術の導入・普及により、

農作業の省力化・収量の安定化につとめます。 

 

３．営農塾等を開催し農家後継者のスキルアップにつと

めます。 

 

４．JA タウンを中心にｅコマースでの販路拡大に取り

組みます。 

 

５．基幹調製施設（氷上ＣＥ・春日ＲＣ）及び各荷受施

設（柏原・山南・青垣・市島）の老朽化に対応した

更新を行います。 

 

６．環境問題（SDGｓ）を意識した生産資材を研究し供

給につとめます。 

 

  

７．営農渉外活動を強化し、組合員・利用者のＪＡ利用

率向上につとめます。 

 

８．直売所の集客力アップの取り組みと、季節ごとの品

目の生産力向上に向け、農家所得の増大を図ります。 

 
９．畜産農家の経営規模拡大と持続可能な経営を支援し

生産基盤の維持・強化を図ります。 

 

１０．自給飼料の増産を推進し、農地の利活用と畜産農家

の所得向上を図ります。 

 

１１．スマート農機の提案により、省力化はもちろん、効

率の良い持続可能な農業の実現に貢献するととも

に、農作業安全を推進します。 

 

１２．みどりの食料システム戦略の着実な実践に向けて取

り組みます。 

 

１３．協同組合としての役割を発揮するため、営農経済事

業毎に目標を定め、収支改善による経営基盤の強化

につとめます。 

 
 

 

 

  営農指導・特産販売体制の整備とその役割                    

 

  

農業生産の拡大 

持続可能な農業の実現 

 

 

 

 

営農指導体制 

営農相談員（営農経済センター） 

個々の営農相談や農産物の栽培・出荷等管内の農家

に対し、幅広い対応を行います。 

営農渉外（営農経済センター） 

訪問活動を中心に活動を行い、きめ細かい営農相談

につとめます。 

専任営農相談員（本店） 

作物別担当とし、より高度な栽培技術指導、試験研

究を実施し、農家へ総合的な対応を行います。 

 

 

 

 

 

販売専任担当者（特産センター） 

市場・卸業者対応の他、ＪＡの直接取

引の拡大を専門的に行います。 

特産センター 

特産物の加工・流通・販売まで一体的

に取り組み高付加価値化をはかり有利

販売に努めます。 

特産物販売体制 

農業所得の向上 特産物の有利販売 

連携 
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地域貢献情報 
 

ＪＡ丹波ひかみは、協同組合活動の原点である「組合

員の営農と暮らし」を守り、地域農業の振興につとめる

とともに、農業を通じて「地域住民・消費者との交流」

、「人と自然が共生する環境保全型農業の展開」等、地

域社会に貢献するため様々な活動を展開しています。 

 

 地域とのふれあい活動         

◎組合員の皆さまや利用者とのふれあいを深める活動

を展開し、地域密着型組織活動の充実につとめてい

ます。 

・窓口感謝デー ・地域美化活動 ・窓口ロビー展 

・ＪＡスマホ教室 ・ふれあい農園  

・JA ふれあいまつり 他 

 

 健康福祉活動             

◎ＪＡ女性会会員を中心としたふれあい・たすけあい

のある住みよい地域社会づくりを展開しています。 

 

◎「ＪＡ年金友の会」の活動支援を通じて、楽しい各

種イベントによる会員相互の親睦と健康で豊かな暮

らしづくりを応援しています。 

 

 職員の地域貢献活動          

◎地域における各種団体の構成員として社会活動に積

極的に参加し、地域に根ざした活動をしています。 

 

◎全支店・店、本店に「AED」を設置し、１８５名の

職員が「普通救命講習」を修了して、地域の皆さま

の、万が一に備える態勢を整えています。 

 

◎認知症を正しく理解して対応するため、認知症サポ

ーター研修を受講し認知症サポーターとして地域に

貢献いたします。 

 

◎地域に根ざした身近なＪＡとして、地域の安全に貢

献することを目的に、「ＪＡあんしんパトロール隊」

による地域見守り活動をしています。 

 

 地域密着型金融への取り組み      

◎丹波市指定金融機関として地域金融の重責を担う一

方、地域からの資金調達・供給、さらにネットバン

ク機能等を活用した非対面取引の強化、振り込め詐

欺防止対策、偽造キャッシュカード対策等、皆さま

に便利で安心してご利用いただける金融機関をめざ

しています。 

 

◎支店・店においてロビー展を開催し、地域の皆さま

の活動発表の場、また交流・憩いの場として開かれ

た店舗づくりを展開しています。 

 ◎農業者等の経営支援に関する態勢整備 

専任営農相談員を作物別担当とし本店に３名、営

農経済センターに営農相談員６名、営農渉外４名を

配置するとともに、県の改良普及センターと連携し

、農業者の農業技術・生産性向上に向けた相談・指

導に応じています。 

 

◎農山漁村等地域活性化のための融資をはじめとする

支援 

農業者の多様なニーズに応えていくため、農業融

資担当部門と営農経済部門とが連携し農業融資に

関する訪問・資金提案活動を実施しています。また、

各種プロパー農業資金に対応するとともに、農業近

代化資金や日本政策金融公庫資金の取扱いを通じ

て農業者の農業経営と生活をサポートしています。 

 

◎担い手の経営のライフステージに応じた支援 

営農支援積立金を活用したアグリマイティー資

金の利用により、借入利息等を助成し、担い手の経

営と生活をサポートしています。 

 

◎経営の将来性を見極める融資手法をはじめ農業者に

適した資金供給手法の取り組み 

農業融資については、営農経済部門と連携し、農

業者に適した資金提案を行っています。また、農業

者に対する農機ハウスローン、アグリマイティー資

金等の融資について、ＪＡバンク及び当ＪＡによる

利子助成制度を活用し農家利子負担の軽減を図っ

ています。 

 

（１）地域からの資金調達の状況 

 
貯金残高（令和 7 年 3 月末現在） （単位：百万円） 

種   類 残   高 

当座性 91,702 

定期性 173,359 

小  計 265,061 

譲渡性 - 

合   計 265,061 

 

（２）地域への資金供給の状況 

 
貸出金残高（令和 7 年 3 月末現在） （単位：百万円） 

種   類 残   高 

農業近代化資金 0 

その他制度資金 11 

農業関連融資 556 

事業関連融資 3,750 

住宅関連融資 32,827 

生活関連融資 3,418 

その他 428 

合   計 40,993 
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リスク管理の状況 
 

〔リスク管理の方針等〕 
 

近年、金融の自由化・国際化の進展・業務の多様化

により、ＪＡも含めた金融機関が内包するリスクは、

信用リスク・事務リスク・金利リスク・価格変動リス

ク等の多岐にわたり増大する傾向にあります。 

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用い

ただくためには、より健全性の高い経営を確保し、信

頼性を高めていくことが重要です。 

このため、ＪＡ丹波ひかみは、このような経営に伴

う各種リスク管理のため、「自己責任原則の徹底と経

営の健全化・効率化」を掲げ、有効な内部管理態勢を

構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく、

認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リ

スク管理の基本的な体系を整備しています。 

収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の

実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化につと

めています。 

また、昨今の国際情勢をふまえ、マネー・ローンダ

リングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用防

止対策（マネロン等対策）の重要性はこれまでになく

高まっています。当ＪＡではマネロン等対策を重要課

題の１つとして位置付け、リスクに応じた対策を適切

に講じています。 

 

 

１．リスク管理体制           

 

（１）貸出審査と管理体制の強化 

金融機関における自己資本比率規制を法制化

した「早期是正措置制度」の導入（平成 10 年度）

に伴い、貸出金ほかの資産自己査定を３次査定ま

で実施しております。 

また、ＪＡバンク基本方針に合わせて、当ＪＡ

では融資部門を総務部融資管理課と金融部推進

課の２部に分離独立させた体制で取り組んでお

り、貸出審査と事後管理体制を強化しています。 

 

（２）監査体制の充実強化 

業務執行ラインから独立した「監査室」を設置

し、全店舗・部署の内部監査（定例監査・随時監

査）により、内部けん制機能の強化をはかり、監

査結果については直接理事会に報告しています。

 また、法定化された常勤監事並びに員外監事を

設置し、監査機能の強化につとめています。 

 

（３）リスク管理の強化 

調達・運用部署の分離や余裕金運用規程による

余裕金運用の適正化等、リスク管理の強化につと

めています。また、収益の安定化や財務の健全性

確保のためＡＬＭ委員会を設置し、資産と負債の

総合的な管理に取り組んでいます。 

 

 リスク管理に係わる具体的な内容は、次のとおりです。 

 

① 信用リスク管理 

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等

により、資産（オフ・バランスを含む）の価値が減

少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのこ

とです。当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件に

ついては理事会において対応方針を決定していま

す。また、通常の貸出取引については、本店に融資

管理課を設置し各支店と連携を図りながら、与信審

査を行っています。審査にあたっては、取引先のキ

ャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行う

とともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設け

て、与信判定を行っています。貸出取引において資

産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査

定を厳正に行っています。 

不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産

自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償

却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び

財務の健全化につとめています。 

② 金利リスク管理 

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリス

クで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存

在している中で金利が変動することにより、利益が

低下ないし損失を被るリスクをいいます。 

当ＪＡでは、金利リスクを的確にコントロールす

ることにより、収益化及び財務の安定化を図ってい

ます。このため、財務の健全性維持と収益力強化と

のバランスを重視したＡＬＭ（金融機関のリスク管

理の手法）を基本に、資産・負債の金利感応度分析

などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる

柔軟な財務構造の構築につとめています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や

経済見通し等の投資環境分析及び当ＪＡの保有有

価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮

し、理事会において運用方針を定めるとともに、経

営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運

用部門は、理事会で決定した運用方針及び運用会

議・ＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、

有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運

用部門が行った取引についてはリスク管理部門が

適切な執行を行っているかどうかチェックし定期

的にリスク量の測定を行い経営層に報告していま

す。 

③ 流動性リスク管理 

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予

期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難に

なる、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達

を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資

金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場におい

て取引ができないため、通常よりも著しく不利な価

格での取引を余儀なくされることにより損失を被

るリスク（市場流動性リスク）のことです。 

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・

調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流

動性の確保につとめています。また、市場流動性リ

スクについては、投資判断を行う上での重要な要素

と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を

把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を

行っています。 
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④ オペレーショナル・リスク管理 

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役

職員の活動もしくは、システムが不適切であること

又は外生的な事象による損失を被るリスクのこと

です。当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因

により発生する信用リスクや金利リスク及び流動

性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、

システム、法務などについて事務処理や業務運営の

過程において、損失を被るリスクと定義していま

す。事務リスク、システムリスクなどについて、事

務手続を整備し、定期検査等を実施するとともに、

事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把

握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改

善が迅速・正確に反映ができるようつとめていま

す。 

⑤ 事務リスク管理 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あ

るいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が

損失を被るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の

多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理

を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自

主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減につと

めています。また、事故・事務ミスが発生した場合

には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部

監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を

実施しています。 

⑥ システムリスク管理 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダ

ウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関

が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に

使用されることにより金融機関が損失を被るリス

クのことです。当ＪＡでは、コンピュータシステム

の安定稼働のため、安全かつ円滑な運用につとめる

とともに、システムの万一の災害・障害等に備えて

います。 

 

２．法令遵守体制            

 

〔コンプライアンス基本方針〕 
 

【前文】 

○ＪＡ丹波ひかみは、相互扶助の理念に基づき、農産

物の供給源としての役割や、金融機関としての役割

など、協同組合組織として組合員や地域社会に必要

とされる事業を通じて、その生活の向上や地域社会

の発展に貢献するという基本的使命・社会的責任を

担っています。 

 

○ＪＡ丹波ひかみが、この基本的使命・社会的責任の

実現に向けて、以下のコンプライアンス基本方針に

基づく事業を展開していきます。 

 【基本方針】 

○当組合は、ＪＡの担う基本的使命・社会的責任を果

たし、組合員や利用者の多様なニーズに応える事業

を展開し、社会の信頼を確立するため、当組合の役

職員一人一人が、高い倫理観と強い責任感を持って、

日常の業務を遂行する。 

 

○当組合は、創意と工夫を活かした質の高いサービス

と、組合員の目線に立った事業活動により、地域社

会の発展に貢献する。 

 

○当組合は、関連する法令等を厳格に遵守し、社会的

規範に基づき、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。 

 

○経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめ、広く地

域社会とのコミュニケーションの充実を図るととも

に、透明性の高い組織風土を構築し、信頼の確立を

図る。 

 

○社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対

しては、確固たる信念をもって、排除の姿勢を堅持

する。 

 

〔コンプライアンス運営態勢〕 
 

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行

うため、代表理事組合長を委員長とするコンプライア

ンス委員会を設置するとともに、本店各部門・各支店

ほか全部署に設置したコンプライアンス責任者・担当

者を中心としたコンプライアンス推進の取り組みを行

っています。 

毎年度、コンプライアンス・プログラムを策定し、

実効性のある推進につとめるとともに、統括部署によ

りその進捗管理を行っています。 

また、基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引

書「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、全役

職員に徹底しています。 

 

 

３．金融ＡＤＲ制度への対応       

 

① 苦情処理措置の内容 

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体

制・内部規則等を整備のうえ、その内容をホームペ

ージ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪ

Ａ共済連とも連携し、迅速かつ適切な対応につと

め、苦情等の解決を図ります。 

 

当ＪＡの苦情等受付窓口 

（当ＪＡの休業日を除く 午前 9 時～午後 5 時） 

 

○信用 

ＪＡバンク相談・苦情等受付窓口 

（電話：0795-82-3594） 

 

○共済 

ＪＡ共済相談・苦情等受付窓口 

（電話：0795-82-5430） 
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② 紛争解決措置の内容 

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関

を利用しています。 

 

○信用事業 

兵庫県弁護士会紛争解決センター 

（電話：078－341－8227） 

東京弁護士会紛争解決センター 

（電話：03－3581－0031） 

第一東京弁護士会仲裁センター 

（電話：03－3595－8588） 

第二東京弁護士会仲裁センター 

（電話：03－3581－2249） 

 

まずは、①の窓口またはＪＡバンク相談所(一

般社団法人ＪＡバンク・ＪＦマリンバンク相談

所、電話：03－6837－1359）にお申し出く

ださい。なお、各弁護士会に直接紛争解決をお申

し立ていただくことも可能です。 

東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護

士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センタ

ー（以下「東京三弁護士会」という）の仲裁セン

ターでは、東京以外の地域の方々からの申立につ

いて、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに

便利な地域で手続きをすすめる方法があります。 

１．現地調停： 東京の弁護士会のあっせん人と

東京以外の弁護士会のあっせん人

が、弁護士会所在地と東京を結ぶ

テレビ会議システム等により、共

同して解決に当たります。 

例えば、組合員・利用者様は、

兵庫県弁護士会の仲裁センター

にお越しいただき、当該弁護士会

のあっせん人とは面談で、東京の

弁護士会のあっせん人とはテレ

ビ会議システム等を通じてお話

しいただくことにより、手続きを

すすめることができます。 

２．移管調停： 東京以外の弁護士会の仲裁セン

ター等に事件を移管します。 

例えば、兵庫県弁護士会の仲裁

センターに事件を移管し、以後、

当該弁護士会の仲裁センターで

手続きをすすめることができま

す。 

 

※現地調停、移管調停は全国の全ての弁護士会で

行える訳ではありません。具体的内容は一般社

団法人ＪＡバンク相談所または東京三弁護士

会仲裁センター等にお問い合わせください。 

 

○共済事業 

（一社）日本共済協会 共済相談所 

（電話：03-5368-5757） 

   https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html 

 

（一財）自賠責保険･共済紛争処理機構 

   https://www.jibai-adr.or.jp/ 

 

（公財）日弁連交通事故相談センター 

   https://n-tacc.or.jp/ 

 

 

  

（公財）交通事故紛争処理センター 

   https://www.jcstad.or.jp/ 

 

日本弁護士連合会 弁護士費用保険ＡＤＲ 

   https://www.nichibenren.or.jp/activity/ 

resolution/lac.html 

 

各機関の連絡先（住所・電話番号）につきましては、上

記ホームページをご覧いただくか、①の窓口にお問い合わ

せください。 
 

 

４．内部監査体制            

 

当ＪＡでは、内部監査部門を被監査部門から独立さ

せて設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務

の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点

から検証・評価し、改善事項の指示・指導を通じて経

営の健全性及び業務の効率性向上につとめています。 

また、内部監査は、本店・支店・センター等のすべ

てを対象とし、内部監査計画に基づき実施しています。 

監査結果は、代表理事組合長及び監事に報告したの

ち被監査部門に通知し、その改善取り組み状況を定期

的にフォローアップしています。 

また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告して

おり、特に重要な事項については、直ちに理事会、代

表理事組合長及び監事に報告し、速やかに適切な措置

を講じることとしています。 
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自己資本の状況 
 

 自己資本比率の状況          

 

当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、

組合員や利用者のニーズに応えるため、財務基盤の強

化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留

保につとめるとともに、不良債権処理及び業務の効率

化等に取り組んだ結果、令和 7 年 3 月末における自己

資本比率は、23.67％となりました。 

 

（詳しくは、62 ページ参照） 

 

 

 

  経営の健全性の確保と自己資本の充実  
 

当ＪＡの普通出資による資本調達額は、2,059 百万

円です。（前年度 2,097 百万円） 

 

当ＪＡは「自己資本比率算出要領」を制定し、適正

なプロセスにより自己資本比率を算出して、当ＪＡが

抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理

及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持

を図るとともに、内部留保の積み増しにより自己資本

の充実につとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自己資本比率の状況  

 
 

自己資本比率は健全経営の指標です。 

クリーンで健全経営だから高い自己資本比率を実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【自己資本比率】 

金融機関の安全性や健全性をはかる重要な指標のひとつです。金融機関が保有する「資産」に占める「自己

資本」のことで、この比率が高いほど健全な経営といえます。当ＪＡの自己資本比率は、安全基準とされる国

内基準の４％を大きく上回っています。また、この数字は海外で業務を展開する金融機関に適用される国際基

準の８％をも上回っており、高い安全性・健全性を示しています。なお、自己資本比率の算出にあたっては、

「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 18 年金融庁・農水省告示第 2 号）に基

づき算出しています。 
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主な事業の内容 
 

 信用事業               

 

ＪＡの信用事業は、貯金・貸出・為替など、金融業

務を行っています。この信用事業は、ＪＡ・信連・農

林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、「Ｊ

Ａバンク」として大きな力を発揮しています。 

また、ペイオフ等に対応し利用者の皆さまに大きな

“安全・安心”を提供するため、全国のＪＡ・都道府

県信連・農林中央金庫の総合力を結集してＪＡバン

ク・セーフティネットを構築し、健全かつ効率的な経

営を実現し、利用者の皆さまに信頼される金融機関を

めざしています。 

さらに、休日渉外活動・相続、遺言相談会・年金相

談会を実施するとともに、金融渉外・融資渉外による

相談業務につとめ、「いつでも、どこでも」お気軽に

ご利用いただける体制で取り組んでいます。 

また、丹波市指定金融機関として地域金融の役割も

担っています。 

 

  

◆ 貯金業務 

組合員をはじめ、地域の皆さまからの貯金をお預か

りしています。 

総合口座、普通貯金、当座貯金、定期積金、積立式

定期貯金、スーパー定期貯金、大口定期貯金等の各種

貯金をご利用いただいています。 

また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金

のお支払い、年金のお受け取り、給与振込等もご利用

いただけます。 

 

 

貯金商品 

種 類 特     徴 お預け入れ期間 

普通貯金 いつでも出し入れ自由。おサイフがわりにご利用ください。 期間の定めはありません。 

当座貯金 手形、小切手の決済口座貯金としてご利用ください。 期間の定めはありません。 

通知貯金 
7 日間の据置期間経過後、お引き出しできる貯金です。さしあたり使う予定

のないまとまった資金にご利用ください。 

期間の定めはありません。 

但し、7 日間の据え置き 

期間が必要です。 

納税準備貯金 
租税を納付するため、その準備金を積み立てることを目的とした貯金です。

お利息は非課税扱いです。納税のためならいつでもお引き出しできます。 
期間の定めはありません。 

貯蓄貯金 
普通貯金のように出し入れ自由で、毎日の最終残高に応じた利率を適用しま

す。また専用キャッシュカードで、簡単に出し入れできる貯金です。一時的

な余裕金の運用に最適です。 

期間の定めはありません。 

総合口座 
一冊の通帳に<貯める><受取る><支払う><借りる>という 4 つの機能がパック。

必要なときには、定期貯金・定期積金のお預け入れ金額の 90％以内で、最

高 300 万円まで自動融資がご利用いただけます。 

  

定期積金 
ライフサイクルにあわせ、コツコツ積み立てていくのに最適です。目的にあ

わせて、掛金・期間が選べます。 
1 年以上 7 年以内 

スーパー定期 
お預け入れは 1 円からという手軽さで、期間は 1 ヶ月以上 10 年以内の間で

自由に選べます。 
1 か月以上 10 年以内 

大口定期 まとまった余裕金の運用に最適な大型定期貯金です。 1 か月以上 10 年以内 

変動金利定期貯金 
6 か月ごとに利率が変わる定期貯金です。金利上昇時には高利回りが期待で

きます。 
1 年以上 3 年以内 

期日指定定期貯金 
お利息は 1 年ごとの複利計算。お預け入れから 1 年たてば、いつでも必要な

ときにお引き出しになれます。一部お引き出し(1 万円以上)も可能です。 
1 年以上 3 年以内 

財
形
貯
蓄 

一般財形貯金 お給料、ボーナスから天引きする積立貯金です。お使いみちは自由です。 3 年以上 

財形住宅貯金 
お給料、ボーナスから天引きし、マイホーム取得を目的とした積立貯金です。

財形年金貯金とあわせて 550 万円まで非課税です。 
5 年以上 

財形年金貯金 
お給料、ボーナスから天引きし、年金のお受け取りを目的とした積立貯金で

す。財形住宅貯金とあわせて 550 万円まで非課税です。 

積
立
式 

定
期
貯
金 

エンドレス型 
お積み立て目的やご利用日が特にない方におすすめで、不意に資金が必要な

ときにお使いいただけます。 
期間の定めはありません。 

満期型 
ご指定いただいた満期日以降に一括してお受け取りいただく積立式定期貯金

です。 
7 か月以上 10 年以内 

年金型 
年金のお受け取りを目的とした積立定期貯金です。老後お受け取りされる公

的年金を補完するための貯金です。 
1 年 5 か月以上 
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◆ 貸出業務 

組合員への貸出をはじめ、地域の皆さまの暮らしや、

農業者・事業者の皆さまの事業に必要な資金を貸出し

ています。また、地方公共団体・農業関連産業等へも

貸出し、地域経済の発展に貢献しています。 

さらに、住宅金融支援機構等の融資お申し込みの取

り次ぎもしています。 

 

  

◆ 為替業務 

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の

銀行や信用金庫などの各店舗と為替網で結び、当ＪＡ

の窓口を通して全国どこの金融機関へも振込や手形・

小切手等の取立が安全・確実・迅速にできる内国為替

をお取り扱いしています。 

 
◆ 国債・投資信託窓口販売・投信積立サービス 

国債や、投資信託の窓口販売の取り扱いをしていま

す。 

 

 

融資商品（基金協会保証型の場合） 

種 類 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 

住宅ローン 

・住宅の新築、および増改築資金 

・住宅および土地の購入資金 

・土地の購入資金(5 年以内に住宅を新築し居住

の予定があること) 

・借換資金 

10 万円以上 

２億円以内 

(1 万円単位) 

3 年以上 50 年以内 

(1 ヶ月単位) 

リフォーム 

   ローン 

・住宅の補改修資金 

・宅地内の植樹、造園資金 

・門、塀、車庫、物置、台所、浴室等の設置また

は改良資金 

1 万円以上 

1,000 万円以内 

(1 万円単位) 

1 年以上 10 年 6 ヶ月以内 

(1 ヶ月単位) 

マイカーローン 
・自動車・バイク購入に必要な資金 

・車検・修理・点検等の諸費用 

・借換資金 

1 万円以上 

1,000 万円以内 

(1 万円単位) 

6 ヶ月以上 15 年以内 

(1 ヶ月単位) 

教育ローン 
・入学金・授業料・その他学費に必要な資金 

・借換資金 

1 万円以上 

500 万円以内 

(1 万円単位) 

据置期間を含め 1 年以上 15 年以

内とします。ただし、1 ヶ月単位

とします。 

多目的ローン 
・家電製品等の購入や結婚・出産資金など生活に

必要な資金 

1 万円以上 

500 万円以内 

(1 万円単位) 

6 ヶ月以上 10 年以内 

(1 ヶ月単位) 

アグリ 

 マイティー資金 

・農機具、農地等の購入、農業倉庫建築など農業

に必要な資金 

個人 

5,000 万円以内 

法人・団体 

1 億円以内 

資金使途によって異なります。 

(最長 17 年以内) 

営農ローン 
・農薬、肥料、農業生産資材購入費などの短期運

転資金 

10 万円以上 

300 万円以内で 

農産物販売額以内 

(10 万円単位) 

1 年 (原則として 1 年ごとに 

自動的に継続されます) 

カードローン 

（約定返済型） 
・生活に必要な資金 

20 万円・ 50 万円 

100 万円・150 万円 

200 万円・300 万円 

2 年 (原則として 2 年ごとに自

動的に継続されます) 
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◆ サービス・その他 

当ＪＡでは、オンラインシステムを利用して、年金

等各種自動受取、公共料金等各種自動支払や給与振

込・自動集金・口座振替サービスに加え、パソコン・

スマートフォン・タブレットから振込や照会等がご利

用いただけるＪＡネットバンクサービスのお取り扱い

をしています。 

また、国債の保護預かり、全国のＪＡでの貯金の入

出金並びに銀行・信用金庫等でも現金の引き出しがで

きるキャッシュサービス、現金の代わりにキャッシュ

カードで買い物の支払いが出来るデビットカード取

引、貸金庫の設置、さらに年金友の会等で各種イベン

トを実施し、会員相互のコミュニケ－ションづくり等、

様々な利用者サービスにつとめています。 

 

  

 

各種サービス 

取扱サービス 特             徴 

為替サービス 
お受け取り人の貯金口座に確実に入金する振込みサービスや小切手・手形の取立を代行し、あなたの

口座に入金する代金取立サービスなどがあります。 

全国どの民間金融機関でもお取り扱いいたします。 

給与振込 
給与があなたの貯金口座に自動的に振り込まれるサービスです。 

給与支払日の朝からお受け取りいただけ、お受け取りは口座振込のため安全・確実です。 

年金自動受取 
年金が受給日にあなたの貯金口座に振り込まれるサービスです。 

初めて年金をお受け取りになる方は「年金裁定請求書」により、また JA 以外でお受け取りの方は「支

払機関変更届」等により手続きをしていただきます。 

自動支払 
電気・電話・NHK などの公共料金や、税金・家賃・授業料・各種クレジット代金などのお支払いを

あなたに代わって行うサービスです。 

お申込みの手続きには、通帳・お届印などが必要です。 

キャッシュカード 
通帳・印鑑なしで普通貯金などのお引き出し、お預け入れを ATM でご利用いただけるカードです。 

お引き出しについては、土曜日や日曜日はもちろん祝日でもご利用いただけます。 

ＪＡカード 
国内外でご利用でき、お金の持ち合わせがなくてもショッピングや食事が楽しめる JA のクレジット

カードです。ボーナス一括払いやリボルビング払いなどがご利用でき、割引販売・各種特典が受けら

れます。キャッシングなどもご利用いただけます。 

○優 ・○特 制度 
一定の条件を満たす方で、貯金・国債等の利息に対して、お一人様あわせて元本 700 万円まで非課

税の特典が受けられる制度です。 

制度をご利用いただくには、非課税貯蓄申告書・申込書および本人確認資料などが必要です。 

国債 

国が発行する安全性の高い債券です。長期国債・中期国債・個人向け国債と期間もいろいろあり、生

活設計にあわせてお選びいただけます。 

一定の条件を満たす方は、お一人 350 万円までのお利息に税金のかからない○特 制度がご利用いただ

けます。 

投資信託 
投資家より資金を集め、これをファンドとして一つにまとめ、専門家が株式や公社債などのいろいろ

な有価証券に分散投資し、その運用成果を分配金とし還元いたします。 

投資信託は、貯金保険の対象でなく、元本の保証はありません。 

JA ネットバンク 
インターネットを使って、パソコン、スマートフォン・タブレットから振込・振替・残高照会、定期

貯金などがご利用になれます。 

JA バンクアプリ プラス 
ＪＡネットバンクのサービス内容に加えて，住所・電話番号変更等がスマートフォンアプリでご利用

いただけます。 

JA バンクアプリ 
窓口や ATM に出向くことなく、口座残高や入出金明細を土曜日や日曜日はもちろん、祝日でも（所

定の休止時間を除く）スマートフォンアプリで確認できるサービスです。 

貸金庫 
大切な財産や貴重品を厳重に保管する貸金庫を取り扱っており、皆さんの財産をしっかりお守りま

す。 

 

 

  



 20

  
 

 共済事業               
 

組合員をはじめ地域の皆さまに満足いただける生涯

生活設計の確立をめざして、ＬＡ（ライフアドバイザ

ー）を中心に「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提

供を合言葉に、幅広く優れた保障と情報の提供につと

める一方、共済金の支払い業務を行っています。 
 

◆ ひと 

死亡保障はもちろん、入院・手術等の医療保障並び

に一生涯にわたっての介護保障や、豊かな老後のため

の年金、お子様の入学資金や結婚・独立資金の準備に

最適なプラン等、皆さまのライフプランに合わせた保

障を取り揃えています。 

 
 

◆ いえ 

皆さまの大切な住まいをお守りするため、火災はも

ちろん、台風や地震などの自然災害を含めたオールリ

スクに対応しています。 
 

◆ くるま 

対人・対物賠償をはじめ、人身傷害・傷害定額・車

両・車両諸費用等、独自の割引制度や万全の保障と充

実したサービスで「安心と満足」を提供しています。 

また、夜間・休日もフリーダイヤルで事故の受付と

アドバイスを行うとともに要請に応じて事故現場急行

サービスも行っています。 

 

長期共済種類  

種  類 内          容 

終身共済 
万一のときはもちろん、ニーズにあわせた特約により保障内容を自由に設計できる確かな生涯保障プラ

ンです。 

引受緩和型終身共済 
通院中の方、病歴のある方など、健康に不安のある方の死亡保障ニーズにお応えできるよう、簡単な告

知で、80 才までご加入ができ、生涯にわたって死亡保障を確保できます。 

一時払終身共済（平 28.10） 
まとまった資金を一時にお払い込みいただき、生涯にわたって被共済者様が亡くなられた場合の保障が

確保できます。90 才までご加入ができ、医師による診査なく簡単な告知でご加入いただけます。 

生存給付特則付 

一時払終身共済（平 28.10） 

まとまった資金を一時にお支払いただき、生涯にわたって被共済者様が亡くなられた場合の保障に加え、

大切な資産をご家族のために確実に残すことができます。 

定期生命共済 
万一のときを手頃な共済掛金で保障するプランです。経営者の万一のときの保障と退職金などの資金形

成ニーズに応えるプランもあります。 

定期生命共済 

（逓減期間設定型） 

一定期間経過後から保障金額が逓減する万一保障のしくみです。逓減開始年齢により、逓減が開始する

時期を任意に設定可能であり、ライフイベントに合わせて逓減時期を設定することで、利用者のニーズ

に即した保障を提供できます。 

医療共済 
病気やケガによる入院・手術を手厚く保障するプランです。日帰り入院からまとまった額の一時金を受

け取れるため、入院前後の通院・在宅医療等包括的な保障が確保できます。ニーズに合わせ手術・放射

線治療や先進医療の保障、健康祝金の受け取りなど保障を充実させることもできます。 

引受緩和型医療共済 
通院中の方、病歴のある方など、健康に不安のある方の医療保障ニーズにお応えできるよう、簡単な告

知で、80 才までご加入ができ、生涯にわたって日帰り入院から手術、放射線治療、先進医療保障等の保

障を確保できます。 

介護共済 公的介護保険制度に連動した分かりやすい保障で、生涯にわたって介護の不安に備えるための共済です。 

一時払介護共済 
まとまった資金を活用して一生涯にわたり介護保障を確保することができます。 

万一（死亡）の場合には死亡給付金をお受け取りになれます。 

認知症共済 
要介護状態を伴う認知症および軽度認知障害（ＭＣＩ）を保障する共済です。認知症の前段階である軽

度認知障害から保障することで、早期発見・早期対応を後押しします。 

がん共済 
がんと闘うための安心を一生涯（共済期間を終身とした場合）にわたって手厚く保障します。あらゆる

がんのほか、脳腫瘍も対象としています。 

特定重度疾病共済 
三大疾病に加えて、三大疾病以外の「心・血管疾患」や「脳血管疾患」、さらには「その他の生活習慣

病」まで幅広く保障します。 

生活障害共済 
病気やけがにより身体障害状態（身体障害手帳制度の１～４級を保障対象）になることによって発生す

る支出の増加や収入減少の経済的リスクを保障します。 

予定利率変動型年金共済 
老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続きでご加入できます。また、最

低保証予定利率が設定されているので安心です。 

養老生命共済 万一のときの保障と、将来の資金づくりを両立させたプランです。 

こども共済 
お子さまの入学資金や結婚・独立資金の準備に最適なプランです。共済契約者（親）が万一のときは、

満期まで毎年養育年金を受け取れるプランもあります。 

建物更生共済 
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、満期共済金は、建物の新築・

増改築や家財の買替資金としてもご利用いただけます。 

短期共済種類  

種  類 内          容 

傷害共済 日常のさまざまな災害による万一のときや負傷を保障します。 

賠償責任共済 日常生活・業務中に生じた損害賠償責任などを保障します。 

火災共済 住まいの火災損害を保障します。 

自動車共済 
相手方への対人・対物賠償保障をはじめ、ご自身・ご家族のための傷害保障、車両保障など、万一の

自動車事故を幅広く保障します。 

自賠責共済 
法律ですべての自動車に加入が義務づけられています。人身事故の被害者への賠償責任を保障しま

す。 

農業者賠償責任共済 「生産」から「出荷・販売後」までに想定される農業者に関する幅広い賠償リスクを保障します。 
 

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧下さい。また、ご契約

の際には「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。 

【25287000342】 
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 営農経済事業             

 

組合員・利用者の営農振興と生活向上のために、農

業の経営及び生産技術の向上に関する指導、生産物の

販売および加工、営農または生活に必要な物資の供給、

共同利用施設の設置などの事業を行っています。 

 

◆ 営農事業 

当ＪＡでは、組合員の皆さまの『農業所得の向上』

『持続可能な農業』の実現に向け、平成 28 年度から

営農改善支援積立金を利用した新たな助成制度を提案

し、管内の特産物の生産拡大と品質向上につとめてい

ます。 

 

◆ 販売・利用事業 

丹波ひかみの特産物として丹波ひかみ米、丹波大納

言小豆、丹波黒大豆、丹波山の芋、丹波栗、丹波ひか

みねぎ、春日なす、丹波スイートコーン、花卉花木等

があり、特産物の有利販売に向けて、市場・業者取引

のほかＪＡの直接取引の拡大にも取り組んでいます。 

また、「とれたて野菜直売所」では、新鮮でかつ安

全・安心な農産物の提供に心掛け、消費者の信頼に応

えるようつとめています。 

このように、当ＪＡでは丹波ブランドの更なる確立

と地産地消の取り組み拡大を推し進めています。 

 

◆ 畜産事業 

但馬牛の生産振興を図るため、子牛・肉牛の市場出

荷等の販売業務、人工授精業務を柱に、自給飼料対策

等による農家支援、家畜預託等の業務を行っています。 

また、系統及び育種価の高い母牛を選抜し、導入・

保留を推進します。 

 

◆ 加工事業 

丹波市産特産物のギフト商品を全国の消費者にお届

けしています。 

 

◆ 農機事業 

低コスト農機・中古農機の提案及び実演会・展示会

の実施により、組合員のニーズに合った農機具の提供

及びサービスの向上につとめています。 

 

◆ 葬祭事業 

ＪＡ会館『こもれび』でのご葬儀をはじめ、自宅・

氷上斎場・地元施設（菩提寺・公民館等）を利用した、

葬儀を承っております。 

また、多様化するニーズに対応した、きめ細やかな

ご相談・サービスにつとめています。 

 

  指導事業               
 

営農経済センターに営農相談員６名、営農渉外４名

を配置し個々の営農相談や栽培・出荷指導等農家に対

し幅広い対応を行っています。また、営農渉外が訪問

活動を中心に活動し、きめ細かい営農相談につとめ、

本店の専任営農相談員が作物別担当として、より高度

な栽培技術指導、試験研究を実現し農家へ総合的な対

応を行い特産振興作物の面積拡大、収量増大、品質向

上をめざし、営農相談活動を展開しています。 

さらに、販売専任担当者と連携し農業生産の拡大、

特産物の有利販売を実現し、農業所得の向上および地

域農業の持続的発展を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 22

 

 ＪＡバンク・セーフティネット     

（貯金者保護の取り組み） 

 

当ＪＡの貯金は、ＪＡバンク独自の制度である「破

綻未然防止システム」と公的制度である「貯金保険制

度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との２重のセ

ーフティネットで守られています。さらに、当ＪＡの

貯金は、ＪＡバンク兵庫として組合員・利用者の皆さ

まに、より大きな“安心”を提供するために構築され

た「兵庫県版ＪＡバンク・セーフティネット」によっ

ても守られています。 

 ◇ 兵庫県版ＪＡバンク・セーフティネット 

ＪＡバンク兵庫では、組合員・利用者の皆さまによ

り大きな“安心”を提供するため、「兵庫県版ＪＡバ

ンク・セーフティネット」を構築しています。兵庫県

内のＪＡは、ＪＡバンク兵庫としてレベルの高い健全

性を維持するために、全国水準を上回る本県独自のル

ールにより取り組んでいます。 

 
 

 

◇「ＪＡバンクシステム」の仕組み 

組合員・利用者から一層信頼され利用される信用事

業を確立するために、「再編強化法（農林中央金庫及

び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び

強化に関する法律）」に則り、ＪＡバンク会員（ＪＡ・

信連・農林中金）総意のもと「ＪＡバンク基本方針」

に基づき、ＪＡ・信連・農林中金が一体的に取り組む

仕組みを「ＪＡバンクシステム」といいます。 

「ＪＡバンクシステム」は、ＪＡバンクの信頼性を

確保する「破綻未然防止システム」と、スケールメリ

ットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの

提供の充実・強化を目指す「一体的事業運営」の２つ

の柱で成り立っています。 

 

◇「破綻未然防止システム」の機能 

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性

を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止するための

ＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（1）個々の

ＪＡ等の経営状況についてチェック（モニタリング）

を行い、問題点を早期に発見、（2）経営破綻に至らな

いよう、早め早めに経営改善等を実施、（3）全国のＪ

Ａバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金※」等を活

用し、個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資

本注入などの支援を行います。 

※令和６年3月末における残高は1,651億円となっ

ています。 

 

◇「一体的な事業運営」の実施 

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバ

ンクとして商品開発力・提案力の強化、共同運営シス

テムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等

の一体的な事業運営の取り組みをしています。 

 

◇ 貯金保険制度 

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金等の払

い戻しができなくなった場合などに、貯金者を保護し、

また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の

維持に資することを目的とする制度で、銀行、信金、

信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様の

制度です。 

なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業

協同組合貯金保険機構）の責任準備金残高は、令和 6

年 3 月末現在で 4,785 億円となっています。 
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【ＪＡの概要】 
 

１．沿革・あゆみ 
 

 
●12 月 1 日、郡内 6 農協が合併「丹波ひかみ農業協同組合」が発足 

●荻野 武氏が組合長理事に就任 

●合併記念式典を開催 

●総代選挙を実施、600 名の総代を選出 

●氷上カントリーエレベーター敷地内に低温倉庫を竣工 

 

 
●上野喜昭氏が組合長理事に就任 

●氷上郡畜産農業協同組合連合会を包括継承 

●全区域で葬祭業務を開始 

●ガスセンターの竣工 

●合併 1 周年記念式典を開催 

●全国共済農業協同組合連合会より新契約優績表彰を受賞 

●広報誌「丹波ひかみ」が、全国農業協同組合優秀機関誌に輝く 

 

 
●第一次営農振興３ヵ年計画(ＴＡＰ２１)を策定(以後、３年ごとに策定) 

●農協の愛称が「JA」へ、農協マーク(稲・麦穂マーク)が JA マークへ変更 

●共済恒常専任担当制度の導入 

●春日営農生活センター(現 春日営農経済センター)の竣工と水稲育苗施設・低温 

倉庫が完成 

●青垣支店と佐治支店を統合、青垣佐治支店(現 青垣支店)が業務開始 

●和牛改良組合設立総会を開催 

●米の輸入自由化阻止総決起大会を開催 

 

 
●農協婦人部が「JA 女性会」と改称してスタート 

●共済査定業務を本店に集約 

●兵庫県畜産共進会で、「種牛の部」個人最優秀賞、団体準優勝を獲得 

●丹波家畜市場の改修と電光せり機の導入 

●農地保有合理化促進事業の取り組み開始 

●共済事業推進に対し農林水産大臣賞を受賞 

●全国共済農業協同組合連合会より新契約優績表彰を受賞 

●農林中央金庫より信用事業優良組合表彰を受賞 

 

 
●春日ライスセンターの竣工 

●新信用端末機が稼働 

●柏原支店が新店舗にて営業開始 

●柏原・青垣・春日区域で営農生活業務を集約 

●兵庫県より信用事業優績表彰を受賞 

●全国共済農業協同組合連合会より新契約優績表彰を受賞 

●阪神淡路大震災の被災地へ救援物資・生鮮野菜を配送 

 

 
●合併 5 周年記念として、氷上郡広域消防本部へ救急車を寄贈 

●新生産調整「とも補償事業」の取り組み開始 

●市島区域の営農生活業務を集約 

●長期共済保有高 1 兆円を達成 

●全国共済農業協同組合連合会より新契約優績表彰を受賞 

 

 
●氷上水稲共同育苗施設の稼働 

●「ゆめタウン」と「丹波の森ショッピングタウン」にＡＴＭを設置 

●新管理経済電算システムが稼動 

●貯金残高 2,000 億円を達成 

  

平成 2 年度（１９９０年） 

平成 3 年度（１９９１年） 

平成 4 年度（１９９２年） 

平成 5 年度（１９９３年） 

平成 6 年度（１９９４年） 

平成 7 年度（１９９５年） 

平成 8 年度（１９９６年） 

合併記念式典

合併 1 周年記念式典 

ＴＡＰ２１を策定 

ＪＡマーク 

春日ライスセンターの竣工

合併 5 周年記念として救急車を寄贈

氷上水稲共同育苗施設の稼動
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●理事定数を 30 名から 20 名に変更 

●本・支店ＡＴＭ自動運行開始 

●全国和牛能力共進会へ参加 

●近畿東海北陸連合肉牛共進会へ参加 

●JA-SS 新ポスシステムが稼働 

●ガス展示場がオープン 

●育苗センター広域利用開始 

 

 
●氷上カントリーエレベーターの改築・荷受開始 

●常勤監事、員外監事を新たに選任 

●山南区域の営農生活業務を集約 

●米需給安定対策、稲作経営安定対策の取り組み開始 

●「丹波ひかみ米」の自己精米と店頭販売の開始 

●全国共済農業協同組合連合会より特別優績表彰を受賞 

 

 
●開田 和氏が代表理事組合長に就任 

●野菜づくり 3 アール運動の取り組み開始 

●山南区域生籾荷受施設の稼働 

●投資信託業務の開始 

●畜産受精卵移植事業の開始 

●氷上区域の営農生活業務を集約 

●氷上営農生活センター(現 氷上営農経済センター)の竣工 

●全国農業協同組合中央会より平成 11 年度優良組合表彰を受賞 

 

 
●合併 10 周年記念式典・記念事業を実施 

●高規格救急自動車を氷上郡広域消防本部へ寄贈 

●『とれたて野菜市』(現 とれたて野菜直売所)山南直売所を開設 

●市島・春日区域で食材宅配事業がスタート 

●柏原・青垣区域で店舗系列化を実施 

●ホームページを開設 

 

 
●女性総代登用並びに監事体制検討委員会を設置(新たに 62 名の女性総代を選出) 

●農地保全管理事業の取り組み開始 

●全国統一信用オンラインシステムへ移行 

●印鑑検索システムが全区域稼動 

●市島籾荷受施設が稼動 

●ＪＡバンク加盟、ネットバンク取扱開始 

●市島・春日区域で店舗系列化を実施 

 

 
●野菜の産直販売(イン・ショップ)を開始 

●年金友の会連絡協議会が発足 

●肥料引取制度の開始 

●青垣区域で食材宅配事業がスタート 

●テレ為替集中発信取扱業務の開始 

●山南・氷上区域で店舗系列化を実施 

●市島営農生活センター(現 市島営農経済センター)の竣工 

 

 
●JA 職員よさこいソーランチーム『なごみ』を結成 

●柏原・山南・氷上区域で食材宅配事業がスタート 

●稲発酵粗飼料の生産を開始 

●特別栽培米を『夢たんば』と命名 

 

  

平成 9 年度（１９９７年） 

平成 10 年度（１９９８年） 

平成 11 年度（１９９９年） 

平成 12 年度（２０００年） 

平成 13 年度（２００１年） 

平成 14 年度（２００２年） 

平成 15 年度（２００３年） 

氷上カントリーエレベーターの改築

とれたて野菜市

食材宅配事業がスタート

市島籾荷受施設が稼動

市島営農生活センターの竣工 

『なごみ』を結成 
特別栽培米『夢たんば』
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●タヒロンマゼッターシステムを導入。堆肥加工処理、生産販売を開始 

●全国印鑑照合システムの稼動 

●丹波市指定金融機関となる 

●灯油定期配送を開始 

●「新たな米政策」に取り組む 

 

 
●合併 15 周年記念式典の実施・組合員記念品の贈呈 

●減損会計の導入 

●青垣営農経済センターの竣工 

●兵庫県畜産共進会を丹波市で開催 

●氷上カントリーエレベーターにトラックスケールを設置 

●毎週金曜日の支店窓口営業時間の延長開始 

●年金宅配サービスの開始 

●副印鑑制度の廃止 

 

 
●新店舗体制(店舗再編)への機構改革 

●丹波山の芋生産組合を設立 

●春日ライスセンター大型循環乾燥機の稼働 

●IC キャッシュカードの取扱開始 

●氷上セルフ給油所がオープン 

 

 
●『恐竜貯金』募集総額の 0.03％相当額(100 万円)を丹波市へ寄付 

●集落営農組織育成事業集落リーダー研修会の開催 

●『なごみ』小学生と交流 よさこい教室の開催 

●葬祭センターJA 会館『こもれび』がオープン 

●『とれたて野菜直売所』がリニューアルオープン 

●「経営所得安定対策」に取り組む 

●丹波大納言小豆の狭条密植栽培に取り組む 

 

 
●丹波市消防本部主催の普通救命講習会へ参加 

●本店、支店・店に AED(自動体外式除細動器)を設置 

●担い手農家・集落の土壌分析を実施 

●ＪＡ共済 親と子の交通安全ミュージカルを開催 

●肥料高騰対策説明会を開催 

●久下店の移転・新築 

 

 
●久下店が新店舗にて営業開始 

●夢たんば生産部会を設立 

●全職員が認知症サポーター研修を受講 

●春日ライスセンターを一部改修し、丹波大納言小豆の荷受を開始 

●氷上カントリーエレベーターの改修工事着工 

●不稼動資産の一部売却による処分(旧久下店・旧前山店の土地・建物） 

 

 
●合併 20 周年記念式典・記念事業を実施 

●ＪＡあんしんパトロール隊「まもるんジャー」発足 

●ＪＡ出資農業法人「㈱アグリサポートたんば」設立 

●不稼動資産の一部売却による処分(旧上久下店前の土地） 

●氷上カントリーエレベーターの改修工事完了 

●内部統制整備の取り組み開始 

 

  

平成 16 年度（２００４年） 

平成 17 年度（２００５年） 

平成 18 年度（２００６年） 

平成 19 年度（２００７年） 

平成 20 年度（２００８年） 

平成 21 年度（２００９年） 

平成 22 年度（２０１０年） 

青垣営農経済センターの竣工

氷上セルフ給油所がオープン

葬祭センターＪＡ会館 

『こもれび』がオープン 

本店、支店・店にＡＥＤを設置 

久下店が新店舗にて営業開始 

組合員へ「防災セット」を贈呈 ＪＡあんしんパトロール隊
「まもるんジャー」 
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●給油所・ガス事業を業務委託 

●丹波栗生産組合を設立 

●不稼動資産の一部売却による処分（旧芦田店の事務所、倉庫、土地） 

●旧新井店の事務所解体に伴い、ＡＴＭを柏原営農経済センター内に移設 

 

 
●荻野友喜氏が代表理事組合長に就任 

●春日支店の新築工事に着工し、新店舗にて営業開始 

●葛野給油所、青垣給油所を氷上セルフ給油所に統廃合 

●不稼動資産の一部売却による処分（国領農業倉庫跡地） 

●ザ・ビッグエクストラ氷上店にＡＴＭを設置 

 

 
●「支店ふれあい協力委員会」を設置 

●山南籾荷受施設にトラックスケールを導入 

●旧国領店の事務所解体に伴い、ＡＴＭを近隣用地へ移設 

●不稼動資産の一部売却による処分（花木センター跡地、青垣給油所跡地等） 

●幸世店別館会議室を調理室（ＪＡ女性会館）に改修 

 

 
●総代任期満了に伴い、６６２名の新総代を選出 

●山南支店並びに山南営農経済センターの新築工事に着手し、新店舗での営業を開始 

●とれたて野菜直売所新築工事に着手し、新店舗が完成 

●春日ライスセンターに色彩選別機を導入 

●不稼動資産の一部（葛野給油所跡地）を売却 

●平成２６年１０月３１日に市島給油所を春日給油所に統廃合 

 

 
●合併２５周年記念事業を実施 

●新しく完成した「とれたて野菜直売所」で営業を開始 

●兵庫県畜産共進会を丹波市で開催 

●市島支店の新築工事に着手し、新店舗での営業を開始 

●不稼動資産の一部（国領農業倉庫跡地）を売却 

 

 
●LP ガス事業を伊丹産業株式会社に事業譲渡 

●旧竹田店の事務所解体に伴い、新たに ATM ブースを設置 

●不稼動資産の一部（大路資材倉庫）を売却 

 

 
●石油事業（山南・氷上・春日給油所）をＪＡ全農兵庫に経営委託 

●旧春日部店の事務所解体に伴い、新たにＡＴＭブースを設置 

●不稼動資産の一部（旧鴨庄店金融事務所及び店舗兼資材倉庫）を売却 

●９月をもって食材宅配事業を終了 

 

 
●大畠良樹氏が代表理事組合長に就任 

●丹波大納言小豆生産振興会を設立 

●旧大路店の事務所解体に伴い、新たにＡＴＭブースを設置 

●不稼動資産の一部（旧新井店跡地・旧美和店用地の一部）を売却 

 

 
●不稼動資産の一部（旧春日部店跡地の一部）を売却 

●旧沼貫店の事務所解体に伴い、新たにＡＴＭブースを設置 

●営農渉外担当者を配置 

●県立丹波医療センターにＡＴＭを設置 

  

平成 23 年度（２０１1 年） 

平成 24 年度（２０１２年） 

平成 25 年度（２０１3 年） 

平成 26 年度（２０１4 年） 

平成 27 年度（２０１5 年） 

平成 28 年度（２０１6 年） 

平成 29 年度（２０１7 年） 

平成 30 年度（２０１8 年） 

令和元年度（２０１9 年） 

燃料事業業務委託調印式 

春日支店が新店舗にて営業開始

山南籾荷受施設に 

トラックスケールを導入

 

山南支店が新店舗にて営業開始 

「とれたて野菜直売所」が 

新店舗にて営業開始 

丹波大納言小豆生産振興会 

設立記念式典 
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●合併 30 周年記念事業を実施 

●不稼動資産の一部（農機センター横農地）を売却 

●旧上久下店の事務所解体に伴い、新たにＡＴＭブースを設置 

●特産センターを建設し稼働を開始 

 

 
●藤原昌和氏が代表理事組合長に就任 

●不稼動資産の一部（旧春日部店跡地、旧山南花木センター跡地）を売却 

●とれたて野菜直売所、リニューアル後の来店者 100 万人を達成 

 

 
●とれたて野菜直売所の売り場面積を増床し、リニューアルオープン 

●柏原・青垣ライスセンターにトラックスケールを導入 

●春日ライスセンターの籾摺りプラント等の設備改修 

 

 
●動画と音声が映し出されるデジタルサイネージを導入し、情報発信力を強化 

●春日ライスセンターに貯留ビン増設及び籾荷受設備搬送能力増強工事 

●氷上カントリーエレベータの籾摺調製設備及び色彩選別設備の更新 

 

 
●相談機能、訪問活動の充実に取り組むために、推進課を設置 

●職員の専門性の向上と店舗運営の効率化を目的として、系列店の共済業務を支店に集約 

●組合員・地域住民への情報提供とつながり強化を目的とした、リレーションシップ活動の実施 

 

 
●通常総代会、区域別総代協議会、支店ふれあい協力委員会を開催 

●春の大感謝祭～花のフェスティバル～を開催(平成 14 年度～) 

●秋の大感謝祭(JA まつり)を各区域で開催(平成 3 年度～(平成 26 年は豪雨災害の影響により中止しました)) 

●農業振興大会を開催(平成 4 年度～) 

●家の光大会を開催(平成 4 年度～) 

●中学生の「トライやる・ウィーク」で生徒受け入れ(平成 10 年度～) 

●農業用廃プラスチック及び不要農薬の回収を実施(平成 11 年度～) 

●JA 丹波ひかみ年金友の会グラウンドゴルフ大会を開催(平成 14 年度～) 

※令和２・3 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、区域別総代協議会・春の大感謝祭・秋の大感謝祭・年金友

の会グラウンドゴルフ大会は中止しました。 

※令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、春の大感謝祭・秋の大感謝祭は中止しました。なお、春の大感

謝祭については、代替イベントとして、サマーフェスティバルを実施しました。また、秋の大感謝祭については、代替イベ

ントとして、クイズイベントを実施しました。 

 

令和 2 年度（２０２０年） 

令和 3 年度（２０２1 年） 

令和４年度（２０２２年） 

令和５年度（２０２３年） 

令和６年度（２０２４年） 

毎年の取り組み 

 
特産センターが稼働を開始 

とれたて野菜直売所リニューアル 
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２．機構図 
（令和７年 3 月 31 日現在） 

 
 

 

 

 

３．組合員数 

 
（単位：人、団体） 

区  分 5年度 ６年度 増  減 

正組合員 16,079 15,586 △493 

 
個 人 16,043 15,546 △497 

法 人 36 40 4 

准組合員 8,722 8,993 271 

 
個 人 8,577 8,846 269 

法人等 145 147 2 

合   計 24,801 24,579 △222 
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４．組合員組織の状況 
 

（単位：名） 

区  域 組  織  名 構成員数 

全 区 域 

ＪＡ丹波ひかみ年金友の会 15,382 

丹波ひかみＪＡ女性会 185 

野菜づくり 3 アール運動部会 601 

夢たんば生産部会 164 

丹波栗生産組合 253 

丹波山の芋生産組合 48 

丹波市和牛改良組合 39 

丹波市黒大豆生産組合 291 

丹波ひかみ有機米研究会 10 

丹波大納言小豆生産振興会 543 

柏原区域 
丹波市一寸そら豆生産組合 2 

丹波市サンマッシュ生産組合 3 

山南区域 
丹波山南町花卉園芸組合 21 

山南町特用植物生産組合 18 

氷上区域 
氷上町花卉園芸組合 21 

氷上町種子生産組合 21 

青垣区域 青垣町花卉園芸組合 11 

市島区域 

さつき米生産部会 26 

丹波ひかみねぎ市島生産出荷組合 3 

市島ぶどう生産部会 9 

市島町有機農業研究会 8 

市島町オペレーター組合 4 

市島青ねぎ生産部会 2 

春日区域 

春日町スイートコーン生産組合 32 

春日なす生産組合 9 

春日町農作業オペレーター組合 9 

国領丹波大納言小豆生産組合 18 
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５．地区一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波市氷上町（本店所在地） 

 

1）本店 

2）氷上支店 

3）幸世店 

4）生郷店 

5）氷上営農経済センター 

6）畜産センター 

7）ＪＡ会館『こもれび』葬祭センター 

8）ＪＡとれたて野菜直売所 

9）氷上カントリーエレベーター 

10）沼貫ＡＴＭ 

11）葛野ＡＴＭ 

 

他 丹波市役所 ATM 

  ゆめタウンＡＴＭ 

  ザ・ビッグエクストラ氷上店ＡＴＭ 

 

 

 

 

 

 

丹波市柏原町 

 

1）柏原支店 

2）柏原営農経済センター 

3）柏原ライスセンター 

4）特産センター 

5）柏原営農経済センターATM 

 

他 コモーレ丹波の森 ATM 
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丹波市山南町 

 

1）山南支店 

2）久下店 

3）山南営農経済センター 

4）和田 ATM 

5）上久下 ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波市青垣町 

 

1）青垣支店 

2）青垣営農経済センター 

3）青垣ライスセンター 

4）芦田 ATM 

5）神楽 ATM 

6）遠阪 ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波市市島町 

 

1）市島支店 

2）市島営農経済センター 

3）竹田 ATM 

4）鴨庄 ATM 

5）美和 ATM 

6）市島営農経済センターATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波市春日町 

 

1）春日支店 

2）春日営農経済センター 

3）春日ライスセンター 

4）農機センター 

5）春日部 ATM 

6）大路 ATM 

7）国領 ATM 

8）船城 ATM 
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６．役員構成（役員一覧） 
 

（令和７年 3 月末現在） 

役 職 名 氏  名 
区 分 

常勤・非常勤の別 代表権の有無 

代 表 理 事 組 合 長 藤 原  昌 和 常勤 有 

専 務 理 事 森 島    斉 常勤 無 

常 務 理 事 片 山  哲 郎 常勤 無 

常 務 理 事 大 地  博 之 常勤 無 

理 事 竹 安  收 三 非常勤 無 

理 事 須 原  芳 夫 非常勤 無 

理 事 酒 井  義 夫 非常勤 無 

理 事 髙 見  克 彦 非常勤 無 

理 事 田 村  宗 治 非常勤 無 

理 事 岡 本    正 非常勤 無 

理 事 高 見  康 彦 非常勤 無 

理 事 大 内  明 子 非常勤 無 

理 事 足 立  浩 一 非常勤 無 

理 事 古 倉  一 郎 非常勤 無 

理 事 荻 野  真 也 非常勤 無 

理 事 中 原  成 和 非常勤 無 

理 事 中 出  靖 大 非常勤 無 

理 事 西 垣  昌 代 非常勤 無 

理 事 近 藤  俊 幸 非常勤 無 

理 事 青 木  八千代 非常勤 無 

代 表 監 事 足 立    巧 非常勤 Ü 

常 勤 監 事 足 立    浩 常勤 Ü 

監 事 西 垣  孝 司 非常勤 Ü 

監 事 荻 野  武 志 非常勤 Ü 

監 事 平 尾  泰 広 非常勤 Ü 

 

 

 

７．職員数 
 

（令和７年 3 月末現在）（単位：名） 

区  分 男  性 女  性 合  計 

一般職員 169 （-） 55 （11） 224 （11） 

営農相談員 13 （-） - （-） 13 （-） 

合  計 182 （-） 55 （11） 237 （11） 

（注）（ ）は准職員です。 

 

 

 

８．特定信用事業代理店業者の状況 
 

（令和７年 3 月現在） 

区  分 
氏名又は名称 

（商号） 
主たる事務所の所在地 

代理業を営む営業者 

又は事業所の所在地 

特定信用事業代理業者 - - - 
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９．事務所の名称及び所在地 
（令和７年 3 月現在） 

種  別 店舗・事業所名 所 在 地 電話番号 ATM 設置 

本  店 本店 丹波市氷上町市辺 440 82-0170 1 台 

支 店 ・ 店 

柏原支店 丹波市柏原町柏原 1079-22 72-1106 2 台 

山南支店 丹波市山南町奥 188 77-0009 2 台 

久下店 丹波市山南町池谷 117 77-0073 1 台 

氷上支店 丹波市氷上町成松 51-1 82-1320 2 台 

幸世店 丹波市氷上町絹山 614 82-7301 1 台 

生郷店 丹波市氷上町石生 701 82-6304 1 台 

青垣支店 丹波市青垣町佐治 114-1 87-0460 2 台 

市島支店 丹波市市島町上垣 1077 85-0530 2 台 

春日支店 丹波市春日町黒井 1570-1 74-0501 2 台 

営 農 経 済 

柏原営農経済センター 丹波市柏原町柏原 2519 72-0131 1 台 

山南営農経済センター 丹波市山南町奥 188-1 77-0024 － 

氷上営農経済センター 丹波市氷上町市辺 440 82-8820 － 

青垣営農経済センター 丹波市青垣町佐治 114-1 87-0010 － 

市島営農経済センター 丹波市市島町北岡本 76 85-0020 1 台 

春日営農経済センター 丹波市春日町野村 460 74-3190 － 

畜 産 畜産センター 丹波市氷上町石生 550 82-6136 － 

農 機 農機センター 丹波市春日町野村 2128 74-0169 － 

葬 祭 葬祭センター（ＪＡ会館こもれび） 丹波市氷上町市辺 220-2 82-5344 － 

直 売 所 とれたて野菜直売所 丹波市氷上町市辺 440 82-5130 － 

営 農 施 設 

特産センター 丹波市柏原町柏原 2519 72-1200 － 

柏原ライスセンター 丹波市柏原町柏原 2522 72-0131 － 

山南籾荷受施設 丹波市山南町井原 714-1 77-1897 － 

氷上カントリーエレベーター 丹波市氷上町井中 172-1 82-3172 － 

青垣ライスセンター 丹波市青垣町沢野 891 87-1585 － 

市島籾荷受施設 丹波市市島町北岡本 76 85-0020 － 

春日ライスセンター 丹波市春日町野村 438 74-3341 － 

氷上育苗センター 丹波市氷上町井中 172-1 82-5410 － 

春日育苗センター 丹波市春日町野村 438 74-3341 － 

種子センター 丹波市氷上町谷村 944-1 82-5482 － 

農 業 倉 庫 

柏原常温･低温倉庫 丹波市柏原町柏原 2522 － － 

山南常温･低温倉庫 丹波市山南町井原 714-1 － － 

氷上常温･低温倉庫 丹波市氷上町井中 172-1 － － 

青垣常温倉庫 丹波市青垣町佐治 114-1 － － 

市島常温･低温倉庫 丹波市市島町中竹田 1559-1 － － 

市島常温倉庫 丹波市市島町北岡本 76 － － 

春日低温倉庫 丹波市春日町野村 460 － － 

店 舗 外 

Ａ Ｔ Ｍ 

コモーレ丹波の森 丹波市柏原町母坪 335-1 － 1 台 

上久下ＡＴＭ 丹波市山南町下滝 234-6 － 1 台 

和田ＡＴＭ 丹波市山南町小野尻 316-2 － 1 台 

沼貫ＡＴＭ 丹波市氷上町谷村 8-2 － 1 台 

葛野ＡＴＭ 丹波市氷上町上新庄 428 － 1 台 

丹波市役所 丹波市氷上町成松 1 － 1 台 

ゆめタウン 丹波市氷上町本郷 300 － 1 台 

ザ・ビッグエクストラ氷上店 丹波市氷上町石生 1783-6 － 1 台 

芦田ＡＴＭ 丹波市青垣町田井縄 367-3 － 1 台 

神楽ＡＴＭ 丹波市青垣町文室 175-2 － 1 台 

遠阪ＡＴＭ 丹波市青垣町山垣 1728-2 － 1 台 

竹田ＡＴＭ 丹波市市島町中竹田 1592-1 － 1 台 

鴨庄ＡＴＭ 丹波市市島町上牧 708 － 1 台 

美和ＡＴＭ 丹波市市島町酒梨 199 － 1 台 

春日部ＡＴＭ 丹波市春日町多利 1896-1 － 1 台 

大路ＡＴＭ 丹波市春日町中山 1499-1 － 1 台 

国領ＡＴＭ 丹波市春日町国領 1061-1 － 1 台 

船城ＡＴＭ 丹波市春日町新才 171 － 1 台 
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【経営資料】 
 

Ⅰ 決算の状況 
 

１．貸借対照表 
 

 

 

  

（単位：百万円） 

科    目 5 年度 
(令和6年3月31 日) 

6 年度 
(令和7年3月31 日) 

科    目 5 年度 
(令和6年3月31 日) 

6 年度 
(令和7年3月31 日) 

（ 資産の部 ）   （ 負債の部 ）   

１ 信用事業資産 280,309 270,464 １ 信用事業負債 277,161 266,710 

(1) 現金 337 471 (1) 貯金 275,849 265,061 

(2) 預金 228,020 208,674 (2) 借入金 14 11 

系統預金 228,020 208,674 (3) その他の信用事業負債 1,297 1,637 

系統外預金 0 0 未払費用 29 74 

(3) 有価証券 8,799 18,202 その他の負債 1,267 1,563 

国債 7,802 17,205 ２ 共済事業負債 687 663 

地方債 996 996 (1) 共済資金 263 245 

(4) 貸出金 41,314 40,993 (2) 未経過共済付加収入 408 402 

(5) その他の信用事業資産 1,886 2,152 (3) その他の共済事業負債 14 14 

未収収益 39 96 ３ 経済事業負債 867 1,174 

その他の資産 1,847 2,056 (1) 経済事業未払金 226 230 

(6) 貸倒引当金 △48 △30 (2) 経済受託債務 469 759 

２ 共済事業資産 4 2 (3) その他の経済事業負債 171 184 

(1) 共済事業資産 4 2 ４ 雑負債 274 231 

(2) 貸倒引当金 △0 - (1) 未払法人税等 95 74 

３ 経済事業資産 1,707 1,889 (2) リース債務 0 - 

(1) 経済事業未収金 439 451 (3) 資産除去債務 22 22 

(2) 経済受託債権 847 1,033 (4) その他の負債 156 133 

(3) 棚卸資産 253 206 ５ 諸引当金 1,364 1,308 

購買品 106 104 (1) 賞与引当金 107 108 

販売品 - - (2) 退職給付引当金 1,024 978 

その他の棚卸資産 147 102 (3) 役員退職慰労引当金 55 59 

(4) その他の経済事業資産 174 198 (4) 特例業務負担金引当金 176 161 

(5) 貸倒引当金 △8 △0 負債の部合計 280,355 270,088 

４ 雑資産 324 265 （ 純資産の部 ）   

５ 固定資産 3,746 3,606 １ 組合員資本 24,271 24,666 

(1) 有形固定資産 3,741 3,603 (1) 出資金 2,097 2,059 

建物 5,905 5,937 (2) 利益剰余金 22,183 22,616 

機械装置 2,159 2,235 利益準備金 4,899 4,899 

土地 1,448 1,448 その他利益剰余金 17,283 17,716 

リース資産 9 - 経営基盤強化積立金 2,080 2,330 

建設仮勘定 - - 施設整備積立金 920 970 

その他の有形固定資産 1,634 1,602 営農改善支援積立金 71 53 

減価償却累計額 △7,415 △7,621 特別積立金 13,430 13,630 

(2) 無形固定資産 5 3 当期未処分剰余金 782 733 

６ 外部出資 18,127 18,130 （うち当期剰余金） (624) (505) 

(1) 外部出資 18,127 18,130 (3) 処分未済持分 △8 △9 

系統出資 17,771 17,771 ２ 評価・換算差額等 - - 

系統外出資 326 329 (1) その他有価証券評価差額金 - - 

子会社等出資 29 29 純資産の部合計 24,271 24,666 

７ 繰延税金資産 406 395    

資産の部合計 304,627 294,755 負債及び純資産の部合計 304,627 294,755 
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２．損益計算書 
 

 

  

（単位：百万円） 

科   目 
５年度 

（自 令和５年4 月  1 日 

至 令和６年3 月31 日） 

6 年度 
（自 令和6 年4 月  1日 

至 令和7 年3 月31 日） 
科   目 

５年度 
（自 令和５年4 月  1 日 

至 令和６年3 月31 日） 

6 年度 
（自 令和6 年4 月  1日 

至 令和7 年3 月31 日） 

１．事業総利益 3,211 3,124 (９) 保管事業収益 31 28 

事業収益  5,064 5,125 (10)保管事業費用 10 8 

  事業費用 1,852 2,001 保管事業総利益 21 20 

(1)信用事業収益 2,064 2,132 (11)加工事業収益 120 99 

資金運用収益 1,898 1,962 (12)加工事業費用 106 83 

（うち預金利息） (1,199) (1,213) 加工事業総利益 14 16 

（うち有価証券利息） (62) (143) (13)利用事業収益 478 549 

（うち貸出金利息） (456) (448) (14)利用事業費用 334 400 

（うちその他受入利息） (180) (157) 利用事業総利益 144 149 

役務取引等収益 90 102 (15)宅地等供給事業収益 - - 

その他事業直接収益 - - (16)宅地等供給事業費用 - - 

その他経常収益 76 66 宅地等供給事業総利益 - - 

(2)信用事業費用 401 491 (17)その他事業収益 0 0 

資金調達費用 73 153 (18)その他事業費用 - - 

（うち貯金利息） (69) (149) その他事業総利益 0 0 

（うち給付補てん備金繰入） (0) (0) (19)指導事業収入 49 22 

（うち借入金利息） (0) (1) (20)指導事業支出 94 82 

（うちその他支払利息） (3) (3) 指導事業収支差額 △44 △59 

役務取引等費用 7 9 ２．事業管理費 2,664 2,710 

その他経常費用 321 328 (1)人件費 1,925 1,965 

（うち貸倒引当金繰入額） (-)  (2)業務費 111 107 

（うち貸倒引当金戻入益） (△38) (△18) (3)諸税負担金 158 160 

（うち貸出金償却） (-) (-) (4)施設費 464 471 

信用事業総利益 1,662 1,640 (5)その他事業管理費 4 5 

(3)共済事業収益 1,211 1,160 事業利益 547 414 

共済付加収入 1,152 1,075 ３．事業外収益 254 256 

その他の収益 59 84 (1)受取雑利息 5 5 

(4)共済事業費用 65 68 (2)受取出資配当金 223 229 

共済推進費 56 59 (3)賃貸料 13 12 

共済保全費 6 7 (4)雑収入 11 8 

その他の費用 2 1 ４．事業外費用 17 27 

（うち貸倒引当金繰入額） (-) (-) (1)支払雑利息 2 2 

（うち貸倒引当金戻入益） (△0) (△0) (2)寄付金 5 4 

共済事業総利益 1,146 1,091 (3)ふれあいまつり費用 - 15 

(5)購買事業収益 1,032 1,008 (4)雑損失 10 8 

購買品供給高 984 964 (5)貸倒引当金戻入益 △0 △2 

購買手数料 11 10 経常利益 784 643 

修理サービス料 19 19 ５．特別利益 0 0 

その他の収益 17 13 (1)固定資産処分益 0 0 

(6)購買事業費用 830 817 (2)一般補助金 - - 

購買品供給原価 801 790 ６．特別損失 2 0 

その他の費用 29 26 (1)固定資産処分損 2 0 

（うち貸倒引当金繰入額） (-) (-) (2)固定資産圧縮損 - - 

（うち貸倒引当金戻入益） (△0) △4) 税引前当期利益 782 643 

購買事業総利益 201 190 法人税･住民税及び事業税 141 126 

(7)販売事業収益 125 187 法人税等調整額 16 11 

買取販売品販売高 40 52 法人税等合計 158 137 

販売手数料 59 68 当期剰余金 624 505 

その他の収益 25 67 当期首繰越剰余金 129 180 

(8)販売事業費用 60 112 営農改善支援積立金取崩額 29 47 

買取販売品販売原価 38 50 合併記念事業積立金取崩額 - - 

販売費 18 60 当期未処分剰余金 782 733 

その他の費用 3 2    

（うち貸倒引当金繰入額） (-) (-)    

（うち貸倒引当金戻入益） (△0) (△0)    

販売事業総利益 64 74    
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３．注記表 
  

令和 5 年度 令和 6 年度 

 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１) 次に掲げるものの評価基準及び評価方法 

①有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方

法 

 

ア．満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）により評価しています。 

イ．子会社株式 

移動平均法による原価法により評価しています。 

ウ．その他有価証券 

・市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法により評価しています。 

 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産の種類 評価方法 

購買品(単品管理品) 総平均法に基づく原価法 

購買品(売価管理品) 売価還元法に基づく原価法 

その他の棚卸資産 総平均法に基づく原価法 

貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定しています。 

 

(２) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に

取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成 28 年 4 月 1

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しています。 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しています。 

 

(３) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務

要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。 

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む。）につい

ては、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想

損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または

３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に

おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込等の必要

な修正を加えて算定しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

なお、破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係

るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権につ

いては、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額

との差額を引き当てています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務

者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（実

質破綻先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しています。 

すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づ

き資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した内

部監査部署が査定結果を監査しています。 

 

②賞与引当金 

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額

のうち当期負担分を計上しています。 

なお、当該賞与負担分にかかる未払社会保険料についても賞

与引当金に含めて計上しています。 

 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１) 次に掲げるものの評価基準及び評価方法 

①有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方

法 

 

ア．満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）により評価しています。 

イ．子会社株式 

移動平均法による原価法により評価しています。 

ウ．その他有価証券 

・市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法により評価しています。 

 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産の種類 評価方法 

購買品(単品管理品) 総平均法に基づく原価法 

購買品(売価管理品) 売価還元法に基づく原価法 

その他の棚卸資産 総平均法に基づく原価法 

貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定しています。 

 

(２) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しています。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に

取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成 28 年 4 月 1

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しています。 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しています。 

 

(３) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている資産査定規程、資産査定事務

要領、経理規程及び資産の償却・引当基準に則り、次のとおり

計上しています。 

正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む。）につい

ては、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想

損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間または

３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間に

おける平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込等の必要

な修正を加えて算定しています。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる債務者（破綻懸念先）に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力

を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

なお、破綻懸念先に対する債権のうち債権の元本の回収に係

るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権につ

いては、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額

との差額を引き当てています。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務

者（破綻先）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（実

質破綻先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しています。 

すべての債権は、資産査定規程及び資産査定事務要領に基づ

き資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した内

部監査部署が査定結果を監査しています。 

 

②賞与引当金 

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額

のうち当期負担分を計上しています。 

なお、当該賞与負担分にかかる未払社会保険料についても賞

与引当金に含めて計上しています。 
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令和 5 年度 令和 6 年度 

 

③退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しています。 

ア．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によってい

ます。 

イ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における

職員の平均残存勤務期間以内の一定の定数（10 年）による

定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理

することとしています。 

 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しています。 

 

⑤特例業務負担金引当金 

農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の

支出に充てるため、当期末における特例業務負担金の将来見込

額に基づき計上しています。 

 

(４) 収益及び費用の計上基準 

【収益認識関連】 

当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な

事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常

の時点は以下のとおりです。 

 

①購買事業 

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合

員に供給する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、

購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する

履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該

時点で収益を認識しています。 

 

②販売事業 

組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に

販売する事業および組合員が生産した農産物を当組合が買取

り、業者等に販売する事業であり、当組合は利用者等との契約

に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者

等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足すること

から、当該時点で収益を認識しています。 

 

③保管事業 

組合員が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事

業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する

義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、農産

物の保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進

捗度に応じて収益を認識しています。 

 

④加工事業 

組合員が生産した農産物を調製し販売する事業であり、当組合

は利用者等との契約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を

負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引

き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識してい

ます。 

 

⑤利用事業 

カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・共

同選果場・葬祭会館等の施設を設置して、共同で利用する事業

であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義

務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種施

設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益

を認識しています。 

 

 

③退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しています。 

ア．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によってい

ます。 

イ．数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における

職員の平均残存勤務期間以内の一定の定数（10 年）による

定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理

することとしています。 

 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しています。 

 

⑤特例業務負担金引当金 

農林漁業団体職員共済組合に対して支払う特例業務負担金の

支出に充てるため、当期末における特例業務負担金の将来見込

額に基づき計上しています。 

 

(４) 収益及び費用の計上基準 

【収益認識関連】 

当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な

事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常

の時点は以下のとおりです。 

 

①購買事業 

農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合

員に供給する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、

購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する

履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該

時点で収益を認識しています。 

 

②販売事業 

組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に

販売する事業および組合員が生産した農産物を当組合が買取

り、業者等に販売する事業であり、当組合は利用者等との契約

に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者

等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足すること

から、当該時点で収益を認識しています。 

 

③保管事業 

組合員が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事

業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する

義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、農産

物の保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進

捗度に応じて収益を認識しています。 

 

④加工事業 

組合員が生産した農産物を調製し販売する事業であり、当組合

は利用者等との契約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を

負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引

き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識してい

ます。 

 

⑤利用事業 

カントリーエレベータ一・ライスセンター・育苗センター・共

同選果場・葬祭会館等の施設を設置して、共同で利用する事業

であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義

務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種施

設の利用が完了した時点で充足することから、当該時点で収益

を認識しています。 
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令和 5 年度 令和 6 年度 

 

⑥指導事業 

組合員の営農・生活にかかる各種サービス等を提供する事業で

あり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務

を負っています。この利用者等に対する履行義務は、主にサー

ビスの提供が完了した時点で充足することから、当該時点で収

益を認識しています。 

 

(５) 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税は、税抜方式による会計処理を行って

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「雑

資産」に計上し、５年間で均等償却しています。 

 

(６) 計算書類等に記載した金額の端数処理の方法 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円

未満の科目については「０」で表示しています。また、金額

の全くないものは「－」で表示しています。 

 

(７) その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

【事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法について】 

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引を相

殺表示していません。よって、事業別の収益及び費用につい

ては、事業間の内部取引も含めて表示しています。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業

協同組合法施行規則に従い、各事業相互間の内部損益を除去

した額を記載しています。 

 

【当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について】  

購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に

関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料

として表示しています。また、販売事業収益のうち、当組合

が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額

で収益を認識して、販売手数料として表示しています。また、

利用事業収益のうち、当組合が代理人として実施に関与して

いる葬祭業については、手数料相当額の純額で収益を認識し

て、利用事業収益として表示しています。また、その他事業

収益のうち、当組合が代理人として実施に関与している農作

業受委託については、手数料相当額の純額で収益を認識し

て、その他事業収益として表示しています。 

 

 

２ 会計上の見積りに関する注記 

(１) 繰延税金資産の回収可能性 

①当事業年度の計算書類に計上した金額  

繰延税金資産 407 百万円（繰延税金負債との相殺前） 

 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異

を利用可能な課税所得の見積額を限度として行っています。 

次年度以降の課税所得の見積額については、令和 4 年 3 月に作

成した中期経営計画等を勘案し、当組合が将来獲得可能な課税

所得の時期及び金額を合理的に見積っています。 

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及び組合の

経営状況の影響を受ける可能性があり、実際に課税所得が生じ

た時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度以降

の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響

を与える可能性があります。 

また、税制改正により、実効税率が変更された場合には、翌事

業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に

重要な影響を与える可能性があります。 

 

⑥指導事業 

組合員の営農・生活にかかる各種サービス等を提供する事業で

あり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務

を負っています。この利用者等に対する履行義務は、主にサー

ビスの提供が完了した時点で充足することから、当該時点で収

益を認識しています。 

 

(５) 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 

消費税及び地方消費税は、税抜方式による会計処理を行って

います。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は「雑

資産」に計上し、５年間で均等償却しています。 

 

(６) 計算書類等に記載した金額の端数処理の方法 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千

円未満の科目については「０」で表示しています。また、

金額の全くないものは「－」で表示しています。 

 

(７) その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項 

【事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法について】 

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引を相

殺表示していません。よって、事業別の収益及び費用につい

ては、事業間の内部取引も含めて表示しています。 

ただし、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業

協同組合法施行規則に従い、各事業相互間の内部損益を除去

した額を記載しています。 

 

【当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について】  

購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に

関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料

として表示しています。また、販売事業収益のうち、当組合

が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額

で収益を認識して、販売手数料として表示しています。また、

利用事業収益のうち、当組合が代理人として実施に関与して

いる葬祭業については、手数料相当額の純額で収益を認識し

て、利用事業収益として表示しています。また、その他事業

収益のうち、当組合が代理人として実施に関与している農作

業受委託については、手数料相当額の純額で収益を認識し

て、その他事業収益として表示しています。 

 

 

２ 会計上の見積りに関する注記 

(１) 繰延税金資産の回収可能性 

①当事業年度の計算書類に計上した金額  

繰延税金資産 396 百万円（繰延税金負債との相殺前） 

 

②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

繰延税金資産の計上は、将来減算一時差異を利用可能な課税所

得の見積額を限度として行っています。 

課税所得の見積額については、令和 7 年 3 月に作成した中期経

営計画等を勘案し、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期及

び金額を合理的に見積っています。 

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及び組合の

経営状況の影響を受ける可能性があり、実際に課税所得が生じ

た時期及び金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度以降

の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響

を与える可能性があります。 

また、税制改正により、実効税率が変更された場合には、翌事

業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に

重要な影響を与える可能性があります。 
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令和 5 年度 令和 6 年度 

 

３ 貸借対照表に関する注記 

【資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資

産項目別の圧縮記帳額】 

(１) 資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

項     目 金     額 

建 物 357 

土 地 5 

機 械 装 置 457 

その他の有形固定資産 151 

合     計 972 

（注）平成 2 年 12 月１日以降における固定資産の補助金等の圧

縮額の累計を計上しています。 

 

【担保に供した資産等】 

(２) 為替決済担保 5,405 百万円、当座貸越担保 800 百万円、

丹波市公金指定担保 50 百万円、丹波市公営企業（水道事業）

担保 500 千円、丹波市公営企業（下水道事業）担保 100

千円として定期預金を差し入れています。また、宅建営業保

証金として現金 10 百万円を差し入れています。 

 

 

【子会社等に対する金銭債権・債務の総額】 

(３) 子会社等に対する金銭債権の総額 2 百万円 

子会社等に対する金銭債務の総額 18 百万円 

 

【債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第 1 項第 1 号ホ

（2）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額】 

(４) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上

延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

項     目 金     額 

破産更生債権及びこれ

ら に 準 ず る 債 権 
69 

危 険 債 権 35 

三 月 以 上 延 滞 債 権 - 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 - 

合     計 104 

 

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権(1) 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する

債権及びこれらに準ずる債権です。 

２．危険債権(2) 

債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財

政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債

権（(1)に掲げるものを除く）です。 

３．三月以上延滞債権(3) 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上

遅延している貸出金（(1)及び(2)に掲げるものを除

く。）です。 

４．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権

放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸

出金（(1)､(2)及び(3)に掲げるものを除く。）です。 

５．上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額 

です。 

 

３ 貸借対照表に関する注記 

【資産に係る圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資

産項目別の圧縮記帳額】 

(１) 資産に係る圧縮記帳額の直接控除額は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

項     目 金     額 

建 物 357 

土 地 5 

機 械 装 置 426 

その他の有形固定資産 151 

合     計 941 

（注）平成 2 年 12 月１日以降における固定資産の補助金等の圧

縮額の累計を計上しています。 

 

【担保に供した資産等】 

(２) 為替決済担保 5,405 百万円、当座貸越担保 800 百万円、

丹波市公金指定担保 50 百万円、丹波市公営企業（水道事業）

担保 500 千円、丹波市公営企業（下水道事業）担保 100

千円として定期預金を差し入れています。また、宅建営業保

証金として現金 10 百万円を差し入れています。 

 

 

【子会社等に対する金銭債権・債務の総額】 

(３) 子会社等に対する金銭債権の総額 2 百万円 

子会社等に対する金銭債務の総額 25 百万円 

 

【債権のうち農業協同組合法施行規則第 204 条第 1 項第 1 号ホ

（2）（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げるものの額及びその合計額】 

(４) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上

延滞債権及び貸出条件緩和債権の額は、次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

項     目 金     額 

破産更生債権及びこれ

ら に 準 ず る 債 権 
58 

危 険 債 権 - 

三 月 以 上 延 滞 債 権 - 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 - 

合     計 58 

 

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権(1) 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する

債権及びこれらに準ずる債権です。 

２．危険債権(2) 

債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財

政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債

権（(1)に掲げるものを除く）です。 

３．三月以上延滞債権(3) 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上

遅延している貸出金（(1)及び(2)に掲げるものを除く。）

です。 

４．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権

放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸

出金（(1)､(2)及び(3)に掲げるものを除く。）です。 

５．上記に掲げた額については、貸倒引当金控除前の金額 

です。 
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４ 損益計算書に関する注記 

【子会社等との取引高】 

(１) 子会社等との取引による収益総額 15 百万円 

うち事業取引高 14 百万円 

うち事業取引以外の取引高 1 百万円 

  

(２) 子会社等との取引による費用総額 29 百万円 

うち事業取引高 25 百万円 

うち事業取引以外の取引高 4 百万円 

 

５ 金融商品に関する注記 

＜金融商品の状況に関する事項＞ 

(１) 金融商品に対する取組方針 

当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内

の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を兵庫県信用農業協同

組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券に

よる運用を行っています。 

 

(２) 金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行に

よってもたらされる信用リスクがあります。 

また、有価証券は債券であり、満期保有目的で保有しています。

これらは発行体の信用リスクがあります。 

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会にお

いて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につい

ては、本店に融資管理課を設置し各支店との連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ

シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま

す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管

理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の

健全化につとめています。 

 

②金利リスクの管理 

当組合では、金利リスクを的確にコントロールすることにより、

財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と

収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負

債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対

応できる柔軟な財務構造の構築につとめています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しな

どの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの

状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定める

とともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針

などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行

を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。 

 

金利リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商

品） 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以

外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数である

金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、

貯金及び借入金です。 

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後

１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動

額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用

しています。 

 

４ 損益計算書に関する注記 

【子会社等との取引高】 

(１) 子会社等との取引による収益総額 23 百万円 

うち事業取引高 22 百万円 

うち事業取引以外の取引高 1 百万円 

  

(２) 子会社等との取引による費用総額 28 百万円 

うち事業取引高 25 百万円 

うち事業取引以外の取引高 2 百万円 

 

５ 金融商品に関する注記 

＜金融商品の状況に関する事項＞ 

(１) 金融商品に対する取組方針 

当組合は組合員等から預かった貯金を原資に、組合員や地域内

の事業者等へ貸付けを行い、また余裕金を兵庫県信用農業協同

組合連合会へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券に

よる運用を行っています。 

 

(２) 金融商品の内容及びそのリスク 

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等

に対する貸出金及び有価証券であり、貸出金は、契約不履行に

よってもたらされる信用リスクがあります。 

また、有価証券は債券であり、満期保有目的で保有しています。

これらは発行体の信用リスクがあります。 

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会にお

いて対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引につい

ては、本店に融資管理課を設置し各支店との連携を図りながら、

与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッ

シュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま

す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、

資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管

理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいま

す。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産

の償却・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の

健全化につとめています。 

 

②金利リスクの管理 

当組合では、金利リスクを的確にコントロールすることにより、

財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と

収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負

債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対

応できる柔軟な財務構造の構築につとめています。 

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しな

どの投資環境分析及び当組合の保有有価証券ポートフォリオの

状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定める

とともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、

理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針

などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行

を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行

い経営層に報告しています。 

 

金利リスクに係る定量的情報（トレーディング目的以外の金融商

品） 

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以

外の金融商品です。当組合において、主要なリスク変数である

金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、貸出金、

貯金及び借入金です。 

当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後

１年程度の金利の合理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動

額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用

しています。 
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金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末

現在、指標となる金利が 1.0％下落したものと想定した場合に

は、経済価値が 272 百万円減少するものと把握しています。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし

ており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予測変動幅を超える変動が生じた場合に

は、算定額を超える影響が生じる可能性があります。 

なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる

未実行金額についても含めて計算しています。 

 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について

月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保につとめてい

ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）

を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。 

 

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価

額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す。 

 

＜金融商品の時価等に関する事項＞ 

(１) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含

めていません。 

  （単位：百万円） 

 
貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

預金 228,020 227,937 △82 

有価証券 8,799 8,240 △558 

 満期保有目的の債券 8,799 8,240 △558 

貸出金 41,314   

貸倒引当金(＊1) △47   

貸倒引当金控除後 41,267 41,510 243 

資産計 278,087 277,688 △398 

貯金 275,849 275,659 △190 

負債計 275,849 275,659 △190 

(＊1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金で

す。 

 

(２) 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明 

【資産】 

①預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金につい

ては、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌

日物金利スワップ（Overnight Index Swap。以下「ＯＩＳ」

という）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額と

して算定しています。 

 

②有価証券 

国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用

しています。地方債については、公表された相場価格を用いて

います。 

 

③貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない

限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に

よっています。 

 

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末

現在、指標となる金利が 1.0％上昇したものと想定した場合に

は、経済価値が 1,306 百万円増加するものと把握しています。 

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし

ており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮していません。 

また、金利の合理的な予測変動幅を超える変動が生じた場合に

は、算定額を超える影響が生じる可能性があります。 

なお、経済価値変動額の計算において、分割実行案件にかかる

未実行金額についても含めて計算しています。 

 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について

月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保につとめてい

ます。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）

を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行ってい

ます。 

 

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に

基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価

額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す 

 

＜金融商品の時価等に関する事項＞ 

(１) 金融商品の貸借対照表計上額及び時価等 

当期末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりです。なお、市場価格のない株式等は、次表には含

めていません。 

  （単位：百万円） 

 
貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

預金 208,674 208,387 △287 

有価証券 18,202 16,537 △1,844 

 満期保有目的の債券 18,202 16,537 △1,844 

貸出金 40,993   

貸倒引当金(＊1) △30   

貸倒引当金控除後 40,963 40,988 25 

資産計 267,840 265,732 △2,107 

貯金 265,061 264,357 △704 

負債計 265,061 264,357 △704 

(＊1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金で

す。 

 

(２) 金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明 

【資産】 

①預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっています。満期のある預金につい

ては、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである翌

日物金利スワップ（Overnight Index Swap。以下「ＯＩＳ」

という）のレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額と

して算定しています。 

 

②有価証券 

国債については、活発な市場における無調整の相場価格を利用

しています。地方債については、公表された相場価格を用いて

います。 

 

③貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反

映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない

限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に

よっています。 
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一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩ

Ｓのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代

わる金額として算定しています。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含

めた元利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩＳのレー

トで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する

帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した額を時価に代わ

る金額として算定しています。 

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿

価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としてい

ます。 

 

【負債】 

①貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について

は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリ

スクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた現在価値

を時価に代わる金額として算定しています。 

 

(３) 市場価格のない株式等 

市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは(1)の金融

商品の時価情報には含まれていません。 

 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資 18,127 

合     計 18,127 

  

(４) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

     （単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

預金 228,020 - - - - - 

有価証券 - - - - - 9,000 

 満期保有目的

の債券 
- - - - - 9,000 

貸出金 

(＊1,2,3) 
3,985 2,906 2,580 2,419 2,285 27,004 

合    計 232,005 2,906 2,580 2,419 2,285 36,004 

(＊1) 貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）850 百万円につ

いては「1 年以内」に含めています。また、期限のない場

合は「5 年超」に含めています。 

(＊2) 貸出金のうち、三月以上の延滞が生じている債権・期限の

利益を喪失した債権等 92 百万円は償還の予定が見込まれ

ないため、含めていません。 

(＊3) 貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案

件 40 百万円は償還日が特定できないため、含めていませ

ん。 

 

(５) 有利子負債の決算日後の返済予定額 

     （単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

貯金(＊1) 258,181 7,275 9,410 423 361 195 

合   計 258,181 7,275 9,410 423 361 195 

(＊1) 貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めて

います。 

 

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩ

Ｓのレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代

わる金額として算定しています。 

なお、分割実行案件で未実行額がある場合には、未実行額も含

めた元利金の合計額をリスクフリーレートであるＯＩＳのレー

トで割り引いた額に、帳簿価額に未実行額を加えた額に対する

帳簿価額の割合を乗じ、貸倒引当金を控除した額を時価に代わ

る金額として算定しています。 

また、延滞債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿

価額から貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としてい

ます。 

 

【負債】 

①貯金 

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしています。また、定期性貯金について

は、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリ

スクフリーレートであるＯＩＳのレートで割り引いた現在価値

を時価に代わる金額として算定しています。 

 

(３) 市場価格のない株式等 

市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは(1)の金融

商品の時価情報には含まれていません。 

 （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 

外部出資 18,130 

合     計 18,130 

 

(４) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

     （単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

預金 208,674      

有価証券      19,000 

 満期保有目的

の債券 
     19,000 

貸出金 

(＊1,2,3) 
3,894 2,682 2,591 2,385 2,124 27,215 

合    計 212,569 2,682 2,591 2,385 2,124 46,215 

(＊1) 貸出金のうち、当座貸越（融資型を除く）808 百万円につ

いては「1 年以内」に含めています。また、期限のない場

合は「5 年超」に含めています。 

(＊2) 貸出金のうち、三月以上の延滞が生じている債権・期限の

利益を喪失した債権等 52 百万円は償還の予定が見込まれ

ないため、含めていません。 

(＊3) 貸出金の分割実行案件のうち、貸付決定金額の一部実行案

件 47 百万円は償還日が特定できないため、含めていませ

ん。 

 

(５) 有利子負債の決算日後の返済予定額 

     （単位：百万円） 

 
1 年以内 

1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

貯金(＊1) 244,299 8,019 11,823 287 374 256 

合   計 244,299 8,019 11,823 287 374 256 

(＊1) 貯金のうち、要求払貯金については「1 年以内」に含めて

います。 
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６ 有価証券に関する注記 

(１) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項 

①満期保有目的の債券 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりです。 

  （単位：百万円） 

 種 類 

貸借対

照表計

上額 

時 価 差 額 

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

地方債 996 1,009 12 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

国 債 7,802 7,231 △571 

合 計 8,799 8,240 △558 

 

７ 退職給付に関する注記 

(１) 採用している退職給付制度 

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時

金制度に加えて、全国共済農業協同組合連合会との契約による

確定給付型年金制度及び一般財団法人全国農林漁業団体共済会

との契約による農林漁業団体職員退職給付金制度を採用してい

ます。農林漁業団体職員退職給付金制度の積立額は 46 百万円

です。 

 

(２) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 期首における退職給付債務 2,462 

② 勤務費用 92 

③ 利息費用 3 

④ 数理計算上の差異の発生額 △30 

⑤ 退職給付の支払額 △148 

⑥ 期末における退職給付債務（①+②+③+④+

⑤） 
2,378 

 

(３) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 期首における年金資産 1,490 

② 期待運用収益 16 

③ 数理計算上の差異の発生額 59 

④ 確定給付型年金制度への拠出金 85 

⑤ 退職給付の支払額 △119 

⑥ 期末における年金資産（①+②+③+④+⑤） 1,532 

 

(４) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上

された退職給付引当金の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 退職給付債務 2,378 

② 確定給付型年金制度の積立額 △1,532 

③ 未積立退職給付債務（①+②） 845 

④ 未認識数理計算上の差異 179 

⑤ 貸借対照表計上額純額（③+④） 1,024 

退職給付引当金 1,024 

（注）農林漁業団体職員退職給付金制度の積立額は退職給付債務

から控除しています。 

 

６ 有価証券に関する注記 

(１) 有価証券の時価及び評価差額に関する事項 

①満期保有目的の債券 

満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりです。 

  （単位：百万円） 

 種 類 

貸借対

照表計

上額 

時 価 差 額 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

国 債 17,205 15,405 △1,799 

地方債 996 951 △45 

合 計 18,202 16,357 △1,844 

 

７ 退職給付に関する注記 

(１) 採用している退職給付制度 

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程に基づく退職一時

金制度に加えて、全国共済農業協同組合連合会との契約による

確定給付型年金制度及び一般財団法人全国農林漁業団体共済会

との契約による農林漁業団体職員退職給付金制度を採用してい

ます。農林漁業団体職員退職給付金制度の積立額は 43 百万円

です。 

 

(２) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 期首における退職給付債務 2,378 

② 勤務費用 87 

③ 利息費用 3 

④ 数理計算上の差異の発生額 △290 

⑤ 退職給付の支払額 △149 

⑥ 期末における退職給付債務（①+②+③+④+

⑤） 
2,028 

 

(３) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 期首における年金資産 1,532 

② 期待運用収益 16 

③ 数理計算上の差異の発生額 12 

④ 確定給付型年金制度への拠出金 90 

⑤ 退職給付の支払額 △118 

⑥ 期末における年金資産（①+②+③+④+⑤） 1,534 

 

(４) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上

された退職給付引当金の調整表 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 退職給付債務 2,028 

② 確定給付型年金制度の積立額 △1,534 

③ 未積立退職給付債務（①+②） 494 

④ 未認識数理計算上の差異 483 

⑤ 貸借対照表計上額純額（③+④） 978 

退職給付引当金 978 

（注）農林漁業団体職員退職給付金制度の積立額は退職給付債務

から控除しています。 
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令和 5 年度 令和 6 年度 

 

(５) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 勤務費用 92 

② 利息費用 3 

③ 期待運用収益 △16 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 2 

小 計（①+②+③+④） 81 

⑤ 出向職員に係る出向先負担額 △0 

⑥ その他 0 

合 計（①+②+③+④+⑤+⑥） 81 

（注）農林漁業団体職員退職給付金制度への拠出金 1 百万円は「厚

生費」で処理しています。 
 

(６) 年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。 

 

①確定給付型年金制度（全国共済農業協同組合連合会） 

項      目 比  率 

一般勘定 100% 

 

(７) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想

される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの

現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。 

 

(８) 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

項      目 比 率 等 

① 割引率 0.13% 

② 長期期待運用収益率 1.10% 

③ 数理計算上の差異の処理年数 10 年 

 

(９) 特例業務負担金の将来見込額 

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

附則第 57 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特

例年金等の業務に要する費用に充てるため、特例業務負担金21

百万円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出していま

す。 

なお、同組合より示された令和 6 年 3 月現在における令和 14

年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は、176 百万円と

なっています。 

 

８ 税効果会計に関する注記 

(１) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

主 な 内 訳 当 期 末 

繰 

延 

税 

金 

資 

産 

退職給付引当金 285 

特例業務負担金引当金 49 

遊休資産（土地）償却額 18 

賞与引当金 29 

貸倒引当金超過額 8 

減価償却の償却超過額 9 

役員退職慰労引当金 15 

資産除去債務 6 

未払事業税 10 

その他 0 

小  計 434 

評価性引当額 △26 

合  計 407 

資産除去債務に対応して計上した固定資産  △0 

合  計 △0 

繰延税金資産の純額 406 
 

 

(５) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

（単位：百万円） 

項      目 金  額 

① 勤務費用 87 

② 利息費用 3 

③ 期待運用収益 △16 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 1 

小 計（①+②+③+④） 75 

⑤ 出向職員に係る出向先負担額 △0 

⑥ その他 - 

合 計（①+②+③+④+⑤+⑥） 74 

（注）農林漁業団体職員退職給付金制度への拠出金 1 百万円は「厚

生費」で処理しています。 

 

(６) 年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。 

 

①確定給付型年金制度（全国共済農業協同組合連合会） 

項      目 比  率 

一般勘定 100% 

 

(７) 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想

される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの

現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。 

 

(８) 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項 

項      目 比 率 等 

① 割引率 1.53% 

② 長期期待運用収益率 1.10% 

③ 数理計算上の差異の処理年数 10 年 

 

(９) 特例業務負担金の将来見込額 

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

附則第 57 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特

例年金等の業務に要する費用に充てるため、特例業務負担金21

百万円を特例業務負担金引当金の取崩しにより拠出していま

す。 

なお、同組合より示された令和 7 年 3 月現在における令和 14

年 3 月までの特例業務負担金の将来見込額は、161 百万円と

なっています。 

 

８ 税効果会計に関する注記 

(１) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

主 な 内 訳 当 期 末 

繰 

延 

税 

金 

資 

産 

退職給付引当金 279 

特例業務負担金引当金 45 

遊休資産（土地）償却額 18 

賞与引当金 30 

貸倒引当金超過額 7 

減価償却の償却超過額 8 

役員退職慰労引当金 17 

資産除去債務 6 

未払事業税 8 

その他 0 

小  計 422 

評価性引当額 △26 

合  計 396 

資産除去債務に対応して計上した固定資産  △0 

合  計 △0 

繰延税金資産の純額 395 
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令和 5 年度 令和 6 年度 

 

(２) 法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因 

 （単位：％） 

主 な 内 訳 当 期 末 

法定実効税率 27.89 

調 
 

整 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.35 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.98 

住民税均等割 0.3 

評価性引当額の増減 △0.44 

税額控除 △3.92 

その他 0.03 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 収益認識に関する注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用

の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ています。 

 

10.キャッシュ・フロー計算書に関する注記 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係。 

 

現金及び預金勘定 228,357 百万円 

別段預金及び定期性預金 △227,438 百万円 

現金及び現金同等物 918 百万円 
 

 

(２) 法定実効税率と法人税等の負担率との差異の主な原因 

 （単位：％） 

主 な 内 訳 当 期 末 

法定実効税率 27.89 

調 
 

整 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.53 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.98 

住民税均等割 0.36 

評価性引当額の増減 △0.12 

税額控除 △1.70 

その他 △0.63 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.35 

 

(３) 法定実効税率の変更及びその影響額 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和 7 年法律第 13 号）」

が令和 7 年 3 月 31 日に国会で成立したことに伴い、令和 8

年 4 月 1 日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」

の課税が行わわれることとなりました。 

これに伴い、令和 8 年 4 月 1 日に開始する事業年度以降に解

消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 27.89％から

28.60％に変更されますが、ぞの影響は軽微です。 

 

 

 

９ 収益認識に関する注記 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用

の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ています。 

 

10.キャッシュ・フロー計算書に関する注記 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係。 

 

現金及び預金勘定 209,146 百万円 

別段預金及び定期性預金 △207,788 百万円 

現金及び現金同等物 1,357 百万円 
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４．剰余金処分計算書 
 

（単位：百万円） 

科     目 ５年度 6 年度 

Ⅰ．当期未処分剰余金 782 733 

Ⅱ．剰余金処分額 601 568 

 

１．任意積立金 529 497 

 

経営基盤強化積立金 250 250 

施設整備積立金 50 - 

営農改善支援積立金 29 47 

特別積立金 200 200 

２．出資配当金 72 71 

Ⅲ．次期繰越剰余金 180 164 

（注）１．普通出資に対する配当金及び後配出資に対する配当の割合は、次のとおりです。 

     普通出資に対する配当の割合 

        令和５年度 3.5％ 

        令和６年度 3.5％ 

   ２．次期繰越剰余金には、教育情報繰越額が含まれています。 

        令和５年度 50 百万円 

        令和６年度 50 百万円 

3．任意積立金のうち目的積立金の種類、積立目的及び取崩基準、積立目標額等は次のとおりです。 

（単位：百万円） 

種  類 積立目的 取崩基準 積立目標額 積立現在額 

経営基盤強化 

積立金 

この積立金は、事業

継続に係る各リスク

の発生あるいは新た

な会計基準の採用・

変更及び社会保険制

度の変更、社会情勢

の急変等による損失

の発生に備えるため

に積み立てるものと

する。 

事業活動あるいは新た

な会計基準の採用・変

更及び社会保険制度の

変更、社会情勢の急変

等により経営基盤に重

大な影響を与える損失

が生じた場合に、損失

相当額を取り崩すもの

とする。 

期末資産総額の 1,000

分の 10 を目標として積

み立てる。なお、毎事業

年度の積立額について

は、当期剰余金額を参酌

のうえ、計画的に積み立

てるものとする。 
2,330 

施設整備 

積立金 

この積立金は、施設

の新規取得及び大規

模な改修、修繕並び

に処分等に要する資

金を積み立てるもの

とする。 

施設整備に係る新規取

得、改修・修繕及び施

設処分に係る支出が発

生した場合等に、その

相当額を取り崩すこと

ができるものとする。 

固定資産（減価償却資産）

取得価格の 1,000 分の

100 を目標として積み

立てる。なお、毎事業年

度の積立額については、

当期剰余金額を参酌のう

え、計画的に積み立てる

ものとする。 

970 

営農改善支援 

積立金 

営農活動の改善に向

けた各種施策に取り

組むために必要資金

を積み立てるものと

する。 

営農活動の改善のため

に行った支援に係る J

A の負担額を取り崩す

ものとする。 

100,000,000円を目標

として積み立てる。なお、

毎事業年度の積立額につ

いては、当期剰余金額を

参酌のうえ、計画的に積

み立てるものとする。 

53 

      ※上記の積立金の積立基準については、毎年度の当期剰余金を参酌し、計画性のある当期積立金額を、 

総代会の承認を得て積み立てています。 
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５．財務諸表の正確性等にかかる確認 
  

 

 

確認書 
 

 

１ 私は、当ＪＡの令和 6 年４月１日から令和 7 年３月３１日までの事業年度に

かかるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するす

べての重要な点において適正に表示されていることを確認いたしました。 

 

２ この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備さ

れ、有効に機能していることを確認しております。 

（1）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が

整備されております。 

（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効

性を検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されており

ます。 

（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。 

 

 

令和 7 年７月２３日 

丹波ひかみ農業協同組合 

代表理事組合長 藤原 昌和 
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６．キャッシュ・フロー計算書 

 
 

（注） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（令和５年度）     （令和 6 年度） 

現金及び預金勘定 228,357 209,146 

別段預金及び定期性預金 △227,438 △207,788 

現金及び現金同等物 918 1,357 （単位：百万円） 

 

キャッシュ・フローとは、お金の流れを意味し、主に企業活動によって実際に得られた収入から外部への支払を差し引いて

手元に残る資金の流れのことをいいます。 

  

（単位：百万円） 

科      目 
５年度 

（自 令和５年4 月  1 日 

至 令和６年3 月31 日） 

6 年度 
（自 令和6 年4 月  1日 

至 令和7 年3 月31 日） 
科      目 

5 年度 
（自 令和５年4 月  1 日 

至 令和６年3 月31 日） 

6 年度 
（自 令和6 年4 月  1日 

至 令和7 年3 月31 日） 

１ 事業活動によるキャッシュ・フロー   （その他の資産及び負債の増減）   

税引前当期利益 782 643 その他の資産の純増（△）減 17 59 

減価償却費 267 275 その他の負債の純増減（△） 1 △40 

減損損失 - - 未払消費税等の純増（△）減 1 16 

のれん償却額 - - 信用事業資金運用による収入 1,754 1,752 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △26 信用事業資金調達による支出 △81 △105 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 0 共済貸付金利息による収入 - - 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 △46 共済借入金利息による支出 - - 

その他引当金等の増減額（△は減少） △20 △11 事業分量配当金の支払額 - - 

信用事業資金運用収益 △1,711 △1,766 小    計 6,232 9,964 

信用事業資金調達費用 70 150 雑利息及び出資配当金の受取額 229 235 

共済貸付金利息 - - 雑利息の支払額 △2 △2 

共済借入金利息 - - 法人税等の支払額 △186 △147 

受取雑利息及び受取出資配当金 △229 △235 事業活動によるキャッシュ・フロー 6,273 10,050 

支払雑利息 2 2 ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

為替差損益（△は益） - - 有価証券の取得による支出 △4,787 △9,363 

有価証券関係損益（△は益） △6 △39 有価証券の売却による収入 - - 

金銭の信託の運用損益（△は益） - - 有価証券の償還による収入 - - 

固定資産処分損益（△は益） 2 0 金銭の信託の増加による支出 - - 

外部出資関係損益（△は益） - - 金銭の信託の減少による収入 - - 

その他 0 0 補助金の受入れ等による収入 - - 

（信用事業活動による資産及び負債の増減）   固定資産の取得による支出 △588 △135 

貸出金の純増（△）減 27 320 固定資産の処分による収入 - - 

預金の純増（△）減 3,140 19,650 固定資産の売却による収入 3 0 

貯金の純増減（△） 2,148 △10,788 固定資産の処分による支出 △1 △0 

信用事業借入金の純増減（△） △1 △2 資産除去債務の履行による支出 - - 

その他の信用事業資産の純増（△）減 △202 △252 外部出資による支出 △372 △3 

その他の信用事業負債の純増減（△） 303 295 外部出資の売却等による収入 0 - 

（共済事業活動による資産及び負債の増減）   投資活動によるキャッシュ・フロー △5,747 △9,501 

共済貸付金の純増（△）減 - - ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

共済借入金の純増減（△） - - 設備借入れによる収入 - - 

共済資金の純増減（△） △18 △17 設備借入金の返済による支出 - - 

未経過共済付加収入の純増減（△） △3 △6 出資の増額による収入 54 43 

その他の共済事業資産の純増（△）減 7 2 出資の払戻しによる支出 △83 △80 

その他の共済事業負債の純増減（△） △2 - 持分の取得による支出 △8 △9 

（経済事業活動による資産及び負債の増減）   持分の譲渡による収入 7 8 

受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減  30 △11 出資配当金の支払額 △73 △72 

経済受託債権の純増（△）減 0 △185 財務活動によるキャッシュ・フロー △104 △109 

棚卸資産の純増（△）減 △20 46 ４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - - 

支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） 12 4 ５ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 421 438 

経済受託債務の純増減（△） 22 290 ６ 現金及び現金同等物の期首残高 497 918 

その他の経済事業資産の純増（△）減 12 △23 ７ 現金及び現金同等物の期末残高 918 1,357 

その他の経済事業負債の純増減（△） △5 12    
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７．部門別損益計算書（令和６年度） 
 

（単位：百万円） 

区   分 計 
信 用 

事 業 

共 済 

事 業 

農業関連 

事  業 

生活その 

他事業 

営  農 

指導事業 

共通管理 

費等 

事業収益 ① 5,189 2,132 1,160 1,786 87 22  

事業費用 ② 2,064 491 68 1,358 71 74  

事業総利益 ③=①-② 3,124 1,640 1,091 428 16 △52  

事業管理費 ④ 

（うち減価償却費） ⑤ 

2,710 

(275) 

964 

(38) 

781 

(25) 

795 

(206) 

75 

(2) 

93 

(2) 
 

 
うち共通管理費 ⑥ 

（うち減価償却費） ⑦ 
 

197 

(8) 

140 

(6) 

161 

(7) 

11 

(0) 

10 

(0) 

△522 

(△23) 

事業利益 ⑧=③-④ 414 675 310 △366 △59 △145  

事業外収益 ⑨ 256 93 66 81 10 5  

 うち共通分 ⑩  92 65 75 5 5 △244 

事業外費用 ⑪ 27 11 9 4 0 0  

 うち共通分 ⑫  3 2 2 0 0 △8 

経常利益 ⑬=⑧+⑨-⑪ 643 756 366 △289 △49 △140  

特別利益 ⑭ 0   0    

 うち共通分 ⑮        

特別損失 ⑯ 0 0 0 0 0 0  

 うち共通分 ⑰  0 0 0 0 0 △0 

税引前当期利益 ⑱=⑬+⑭-⑯ 643 756 366 △289 △49 △140  

営農指導事業分配賦額 ⑲  72 48 18 0 △140  

営農指導事業分配賦後 

税引前当期利益 ⑳=⑱-⑲ 
643 683 317 △308 △50  

 

※損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則第 117 条第１号にしたがい、各事業間の内部損益を除 

去した額を記載しているため、①、②の「計」欄とは一致しません。 

 

 

※ ①、②は、各事業相互間の内部損益を除去する前の金額としています。 

※ ⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分 

 
（注）1．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等は、次のとおりです。 

（１）共通管理費等の他部門への配賦基準 

       〔人頭割＋人件費を除いた事業管理費割（共通管理費配賦前）＋事業総利益割〕の平均値割 

（２）営農指導事業費（損失）の他部門への配賦基準 

       各部門の事業総利益の割合で配賦 

 
2．配賦割合（1 の配賦基準で算出した配賦の割合）は、次のとおりです。 （単位：％） 

区  分 信用事業 共済事業 農業関連事業 生活その他事業 営農指導事業 計 

共通管理費等 37.8 26.8 30.9 2.2 2.0 100.0 

営農指導事業費 51.6 34.3 13.4 0.5  100.0 

（注）共通管理費等には、共通管理費、事業外損益のうち共通分（⑩、⑫）および特別損益のうち共通分（⑮、⑰）のトータ

ルの比率を記載する。 

 

 

 

 

８．会計監査人の監査 
 
     令和 5 年度及び令和 6 年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書及び注記表は、農業協同

組合法第 37 条の 2 第 3 項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。 
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Ⅱ 損益の状況 
 

１．最近の 5事業年度の主要な経営指標 
 

（単位：百万円、口、人、％） 

項   目 2 年度 3 年度 ４年度 ５年度 6 年度 

経常収益（事業収益） 5,756 5,213 5,207 5,116 5,189 

 

信用事業収益 2,239 2,126 2,138 2,064 2,132 

共済事業収益 1,388 1,349 1,284 1,211 1,160 

農業関連事業収益 1,686 1,595 1,665 1,710 1,786 

生活その他事業収益 404 95 88 79 87 

営農指導事業収益 37 45 29 49 22 

経常利益 791 835 916 784 643 

当期剰余金 603 655 704 624 505 

出資金 2,184 2,158 2,128 2,097 2,059 

（出資口数） (2,184,731) (2,158,043) (2,128,466) (2,097,165) (2,059,889) 

純資産額 22,612 23,155 23,754 24,271 24,666 

総資産額 302,444 305,643 301,757 304,627 294,755 

貯金等残高 274,313 277,173 273,701 275,849 265,061 

貸出金残高 41,492 41,678 41,342 41,314 40,993 

有価証券残高 1,014 1,002 4,005 8,799 18,202 

剰余金配当金額 75 75 73 72 71 

 出資配当額 75 75 73 72 71 

職員数 265 人 261 人 243 人 234 人 237 人 

単体自己資本比率 20.30％ 20.52％ 21.09％ 21.46％ 23.67％ 

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

   ２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 

   ３．信託業務の取扱いは行っていません。 

   ４．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 18

年金融庁・農水省告示第 2 号）に基づき算出しております。 

 

 

２．利益総括表 
 

（単位：百万円、％） 

項    目 ５年度 ６年度 増  減 

資金運用収支 1,824 1,809 △15 

役務取引等収支 83 93 9 

その他信用事業収支 △244 △262 △17 

信用事業粗利益 1,907 1,902 △5 

（信用事業粗利益率） （0.68％） （0.67％） （△0.00％）

事業粗利益 3,612 3,481 △130 

（事業粗利益率） （1.16％） （1.1１％） （△0.0５％）

事業純益 974 789 △185 

実質事業純益 948 771 △176 

コア事業純益 948 771 △176 

コア事業純益 

（投資信託解約損益を除く。） 
948 771 △176 

 （注）１．その他信用事業収支＝その他事業直接収益＋その他経常収益－その他事業直接費用－その他経常費用 

２．信用事業粗利益＝信用事業収益（その他経常収益を除く。） 

－信用事業費用（その他経常費用を除く。） 

＋金銭の信託運用見合費用 

３．信用事業粗利益率＝信用事業粗利益／信用事業資産平均残高×100 

   ４．事業粗利益＝事業総利益－信用事業に係るその他経常収益－信用事業以外に係るその他の収益 

＋信用事業に係るその他経常費用＋信用事業以外に係るその他の費用＋事業外収益の受取出資配当金 

＋金銭の信託運用見合費用 

５．事業粗利益率＝事業粗利益／総資産平均残高×100 

６．事業純益＝事業粗利益－事業管理費－一般貸倒引当金繰入額 

７．実質事業純益＝事業純益＋一般貸倒引当金繰入額 

８．コア事業純益＝実質事業純益－国債等債券関係損益 

９．コア事業純益（投資信託解約損益を除く。）＝コア事業純益－投資信託解約損益 
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３．資金運用収支の内訳 
 

（単位：百万円、％） 

項  目 
５年度 ６年度 

平均残高 利 息 利 回 平均残高 利 息 利 回 

資金運用勘定 277,614 1,898 0.683 279,147 1,962 0.703 

 

うち預金 228,001 1,379 0.605 222,836 1,370 0.614 

うち有価証券 7,354 62 0.845 15,102 143 0.953 

うち貸出金 42,258 456 1.079 41,209 448 1.088 

資金調達勘定 274,437 70 0.025 275,887 150 0.054 

 
うち貯金・定期積金 274,388 69 0.025 275,754 149 0.054 

うち借入金 48 0 0.933 132 1 0.780 

総資金利ざや - - 0.329 - - 0.299 

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回＋経費率） 

経費率＝信用部門の事業管理費／資金調達勘定(貯金・定期積金＋借入金)平均残高 

   ２．資金運用勘定の利息欄の預金には、信連からの事業利用分量配当金、奨励金が含まれています。 

 

 

４．受取・支払利息の増減額 
 

（単位：百万円） 

項   目 ５年度増減額 ６年度増減額 

受取利息 △80 64 

 

うち預金 △98 △9 

うち有価証券 34 81 

うち貸出金 △17 △7 

支払利息 △16 80 

 

うち貯金・定期積金 △15 79 

うち譲渡性貯金 - - 

うち借入金 △1 0 

差   引 △64 △15 

（注）１．増減額は前年度対比です。 

   ２．受取利息の預金には、信連からの事業利用分量配当金、奨励金が含まれています。 
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Ⅲ 事業の概況 
 

１．信用事業 
 

（１）貯金に関する指標 
 

① 科目別貯金平均残高 
（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

流動性貯金 86,635 （31.5） 88,923 （32.2） 2,287 

定期性貯金 187,638 （68.3） 186,733 （67.7） △904 

その他の貯金 116 （0.0） 99 （0.0） △17 

計 274,391 （100.0） 275,756 （100.0） 1,364 

譲渡性貯金 - （0.0） - （0.0） - 

合   計 274,391 （100.0） 275,756 （0.0） 1,364 

（注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金＋別段貯金 

   ２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 

   ３．（ ）内は構成比です。 

 

② 定期貯金残高 
（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

定期貯金 185,659 （100.0） 173,185 （100.0） △12,473 

 うち固定金利定期 185,655 （99.9） 173,181 （99.9） △12,473 

うち変動金利定期 3 （0.0） 3 （0.0） 0 

（注）１．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 

   ２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 

   ３．（ ）内は構成比です。 

 

 

（２）貸出金に関する指標 
 

① 科目別貸出金平均残高 
（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

手形貸付 30 （0.0） 17 （0.0） △12 

証書貸付 41,013 （97.0） 40,376 （97.9） △636 

当座貸越 871 （2.0） 819 （1.9） △52 

割引手形 - （0.0） - （0.0） - 

金融機関貸付 353 （0.8） 0 （0.0） △353 

合   計 42,269 （100.0） 41,214 （100.0） △1,055 

 

 

② 貸出金の金利条件別内訳残高 
（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

固定金利貸出 12,037 （29.1） 10,953 （26.7） △1,084 

変動金利貸出 28,370 （68.6） 29,182 （71.1） 811 

その他 905 （2.1） 858 （2.0） △47 

合   計 41,314 （100.0） 40,993 （100.0） △320 

（注）（ ）内は構成比です。 

 

③ 貸出金の担保別内訳残高 
（単位：百万円） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

貯金・定期積金等 1,376 1,377 0 

有価証券 - - - 

動産 - - - 

不動産 291 220 △71 

その他担保物 451 391 △60 

小   計 2,119 1,989 △130 

農業信用基金協会保証 26,618 27,639 1,020 

その他保証 8,530 8,266 △264 

小   計 35,148 35,905 756 

信用 4,045 3,098 △947 

合   計 41,314 40,993 △320 
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④ 債務保証見返額の担保別内訳残高 

 

該当する取引はありません。 

 

⑤ 貸出金の使途別内訳残高 
（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

近代化 0 （0.0） 0 （0.0） 0 

その他制度資金 14 （0.0） 11 （0.0） △2 

農業設備 532 （1.2） 502 （1.2） △30 

農業運転 49 （0.1） 54 （0.1） 5 

事業設備 4,219 （10.2） 3,279 （8.0） △939 

事業運転 461 （1.1） 471 （1.1） 9 

住宅関連 32,394 （78.4） 32,827 （80.0） 433 

生活関連 3,217 （7.7） 3,418 （8.3） 200 

その他 425 （1.0） 428 （1.0） 3 

合   計 41,314 （100.0） 40,993 （100.0） △320 

（注）（ ）内は構成比です。 

 

⑥ 貸出金の業種別残高 

（単位：百万円、％） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

農業 907 （2.1） 912 （2.2） 5 

林業 147 （0.3） 136 （0.3） △11 

水産業 3 （0.0） 2 （0.0） 0 

製造業 11,850 （28.6） 12,398 （30.2） 548 

鉱業 137 （0.3） 136 （0.3） △1 

建設業 3,339 （8.0） 3,322 （8.1） △16 

不動産業 126 （0.3） 110 （0.2） △15 

電気・ガス・熱供給・水道業 464 （1.1） 502 （1.2） 37 

運輸・通信業 2,272 （5.5） 2,319 （5.6） 47 

卸売・小売・飲食業 2,006 （4.8） 2,050 （5.0） 43 

サービス業 8,938 （21.6） 9,315 （22.7） 376 

金融・保険業 301 （0.7） 417 （1.0） 115 

地方公共団体 4,027 （9.7） 3,084 （7.5） △943 

その他 6,790 （16.4） 6,283 （15.3） △506 

合   計 41,314 （100.0） 40,993 （100.0） △320 

（注）（ ）内は構成比（貸出金全体に対する割合）です。 

 

⑦ 主要な農業関係の貸出金残高 

１）営農類型別 
（単位：百万円） 

区   分 ５年度 ６年度 増 減 

農業 583 560 △22 

穀作 205 186 △18 

野菜・園芸 51 44 △6 

果樹・樹園農業 1 3 2 

工芸作物 - - - 

養豚・肉牛・酪農 20 29 9 

養鶏・養卵 - - - 

養蚕 - - - 

その他農業 305 296 △8 

農業関連団体等 - - - 

合   計 583 560 △22 

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必

要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。 

なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。 

   ２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業

所得が従となる農業者等が含まれています。 

   ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。 
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２）資金種類別 

〔貸出金〕 
（単位：百万円） 

区   分 ５年度 ６年度 増 減 

プロパー資金 566 547 △19 

農業制度資金 16 13 △3 

農業近代化資金 - - - 

その他制度資金 16 13 △3 

合   計 583 560 △22 

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。 

   ２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子

補給等を行うことで JA が低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、

こでは①の転貸資金と②を対象としています。 

   ３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金(スーパーＳ資金)や農業経営負担軽減支援資金などが該

当します。 

 

〔受託貸付金〕 
（単位：百万円） 

区   分 ５年度 ６年度 増 減 

日本政策金融公庫資金 14 11 △2 

兵庫県 - - - 

合   計 14 11 △2 

（注）１．日本政策金融公庫資金は、農業（旧農林漁業金融公庫）にかかる資金をいいます。 

 

⑧ 農協法に基づく開示債権の状況及び金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況 
（単位：百万円） 

債 権 区 分 債権額 
保全額 

担保・保証 引当 合計 

破産更生債権及びこれらに

準ずる債権 

６年度 58 27 30 58 

５年度 69 33 36 69 

危険債権 
６年度 - - - - 

５年度 35 35 - 35 

要管理債権 
６年度 - - - - 

５年度 - - - - 

 三月以上 

延滞債権 

６年度 - - - - 

５年度 - - - - 

貸出条件 

緩和債権 

６年度 - - - - 

５年度 - - - - 

小計 
６年度 58 27 30 58 

５年度 104 68 36 104 

正常債権 
６年度 40,953    

５年度 41,233    

合計 
６年度 41,011    

５年度 41,338    

 
（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債

務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

   ２．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った

債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。 

   ３．要管理債権 

４．「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と５．「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の

合計額をいいます。 

   ４．三月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、破産更生債権及

びこれらに準ずる債権及び危険債権に該当しないものをいいます。 

   ５．貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返

済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

   ６．正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のものに

区分される債権をいいます。 
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⑨ 元本補てん契約のある信託に係る農協法に基づく開示債権の状況 

 

該当する取引はありません。 

 

⑩ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 
（単位：百万円） 

区 分 

５年度 ６年度 

期首 

残高 

期中 

増加額 

期中減少額 
期末 

残高 

期首 

残高 

期中 

増加額 

期中減少額 
期末 

残高 
目的 

使用 
その他 

目的 

使用 
その他 

一般貸倒引当金 46 19 - 46 19 19 - - 19 - 

個別貸倒引当金 50 37 - 50 37 37 30 - 37 30 

合   計 96 56 - 96 56 56 30 - 56 30 

 

⑪ 貸出金償却の額 
 

該当する取引はありません。 

 

 

（３）内国為替取扱実績 
（単位：千件、百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

仕  向 被 仕 向 仕  向 被 仕 向 

送金・振込為替 
件数 183 473 194 469 

金額 69,706 127,534 79,646 123,765 

代金取立為替 
件数 - 0 - - 

金額 - 0 - - 

雑為替 
件数 2 3 2 3 

金額 4,781 18,765 4,300 16,835 

合   計 
件数 186 477 196 473 

金額 74,487 146,300 83,947 140,601 
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（４）有価証券に関する指標 
 

① 種類別有価証券平均残高 

（単位：百万円） 

種   類 ５年度 ６年度 増 減 

国債 6,940 14,105 7,165 

地方債 413 996 582 

政府保証債 - - - 

金融債 - - - 

短期社債 - - - 

社債 - - - 

株式 - - - 

その他の証券 - - - 

合   計 7,354 15,102 7,747 

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。 

 

② 商品有価証券種類別平均残高 

 

該当する取引はありません。 

 

③ 有価証券残存期間別残高 

（単位：百万円） 

種  類 1年以下 
1年超 

2年以下 

2年超 

3年以下 

3年超 

4年以下 

4年超 

5年以下 
5年超 

期間の定め

のないもの 
合 計 

5年度         

国債 - - - - - 7,802 - 7,802 

地方債 - - - - - 996 - 996 

政府保証債 - - - - - - - - 

金融債 - - - - - - - - 

短期社債 - - - - - - - - 

社債 - - - - - - - - 

株式 - - - - - - - - 

その他の証券 - - - - - - - - 

6年度         

国債 - - - - - 17,205 - 17,205 

地方債 - - - - - 996 - 996 

政府保証債 - - - - - - - - 

金融債 - - - - - - - - 

短期社債 - - - - - - - - 

社債 - - - - - - - - 

株式 - - - - - - - - 

その他の証券 - - - - - - - - 
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（５）有価証券等の時価情報等 
 

① 有価証券の時価情報 

 

【売買目的有価証券】 

該当する取引はありません。 

  

【満期保有目的の債券】 
（単位：百万円） 

 

種   類 

５年度 ６年度 

貸借対照表

計上額 
時  価 差  額 

貸借対照表

計上額 
時  価 差  額 

時価が貸借

対照表計上

額を超えな

いもの 

国 債 7,802 7,231 △571 17,205 15,405 △1,799 

地方債 - - - 996 951 △45 

合  計 7,802 7,231 △571 18,202 16,357 △1,844 

 
（単位：百万円） 

 

種   類 

５年度 ６年度 

貸借対照表

計上額 
時  価 差  額 

貸借対照表

計上額 
時  価 差  額 

時価が貸借

対照表計上

額を超える

もの 

地方債 996 1,009 12 - - - 

合  計 996 1,009 12 - - - 

 

【その他有価証券】 

該当する取引はありません 

 

 

② 金銭の信託の時価情報等 

 

該当する取引はありません。 

 

③ デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引 

 

該当する取引はありません。 

 

２．共済事業 
 

（１）長期共済保有高 
（単位：件、百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

生
命
系 

終身共済 25,329 242,463 24,931 225,822 

定期生命共済 1,148 11,841 1,311 13,881 

養老生命共済 8,415 42,014 7,863 37,305 

 こども共済 5,795 20,391 5,565 18,615 

医療共済 19,492 4,799 19,182 4,296 

がん共済 4,917 998 4,905 953 

定期医療共済 240 484 209 424 

介護共済 4,242 6,552 4,206 6,772 

認知症共済 425  471  

生活障害共済 2,661  2,770  

特定重度疾病共済 1,981  2,407  

年金共済 15,515 622 15,463 577 

建物更生共済 17,520 252,219 17,078 245,180 

合   計 101,885 561,997 100,796 535,214 

（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額(生命系共済は死亡保障 

の金額(付加された定期特約金額等を含む)を記載しています。 
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（２）医療系共済の共済金額保有高 
（単位：件、百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

医療共済 
 

19,492 

71 

1,511 

 

19,182 

58 

1,832 

がん共済 4,917 33 4,905 32 

定期医療共済 240 1 209 1 

合   計 
 

24,649 

106 

1,511 

 

24,296 

92 

1,832 

（注）１．医療共済の金額は上段に入院共済金額、下段に治療共済金額、がん共済及び定期医療共済の金額は 

入院共済金額です。 

２．「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。 

なお、同一の共済種類に主たる共済金額が複数ある場合は、新たに欄を追加して記載するとともに、 

共済種類ごとの合計欄を記載しています。 

 

 

 

（３）介護共済・生活障害共済・特定重度疾病共済の共済金額保有高 
（単位：件、百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

介護共済 4,242 10,445 4,206 10,662 

認知症共済 425 1,043 471 1,121 

生活障害共済(一時金型) 2,163 20,067 2,263 20,448 

生活障害共済(定期年金型) 498 603 507 577 

特定重度疾病共済 1,981 2,748 2,407 3,443 

     （注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。 

 

 

（４）年金共済の年金保有高 
（単位：件、百万円） 

 

（注）金額は、年金年額を記載しています。 

 

 

（５）短期共済新契約高 
（単位：件、百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

件数 金額 掛金 件数 金額 掛金 

火災共済 1,392 19,745 15 1,393 19,764 15 

自動車共済 20,058  909 19,361  873 

傷害共済 6,529 19,829 5 6,166 19,444 5 

定額定期生命共済 4 16 0 3 12 0 

賠償責任共済 175  0 168  0 

自賠責共済 10,629  182 10,498  181 

合   計 38,787  1,113 37,589  1,075 

（注）「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額（死亡保障又は火災保 

障を伴わない共済の金額欄は斜線。）を記載しています。 

  

種   類 
５年度 ６年度 

件数 金額 件数 金額 

年金開始前 10,935 7,664 10,895 7,592 

年金開始後 4,580 2,552 4,568 2,551 

合   計 15,515 10,217 15,463 10,143 
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３．購買事業 
（１）買取購買品（生産資材）取扱実績 

（単位：百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

供給高 粗収益 供給高 粗収益 

肥料 318 57 321 55 

農薬 206 37 199 33 

飼料 106 5 89 6 

農業機械 163 47 170 45 

燃料 - - - - 

その他 165 26 146 23 

合   計 959 175 928 163 

 

（２）買取購買品（生活物資）取扱実績 
（単位：百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

供給高 粗収益 供給高 粗収益 

食品 40 6 56 8 

衣料品 0 0 0 0 

耐久消費財 3 0 3 0 

日用保健雑貨 12 1 9 0 

家庭燃料 - - - - 

その他 4 0 4 0 

合   計 61 8 73 9 

 
（３）受託購買品（生活物資）取扱実績 

（単位：百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

取扱高 手数料 取扱高 手数料 

食品 15 1 12 1 

衣料品 - - - - 

耐久消費財 54 5 47 5 

日用保健雑貨 43 2 41 2 

家庭燃料 - - - - 

その他 6 0 14 1 

合   計 119 11 115 10 
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４．販売事業 
（１）受託販売品取扱実績 

（単位：百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

販売高 手数料 販売高 手数料 

米 884 30 1,129 39 

麦・豆・雑穀 225 10 196 8 

野菜 315 5 337 5 

果実 24 0 22 0 

花き・花木 45 1 35 0 

畜産物 509 9 736 11 

その他 27 1 1 0 

合   計 2060 59 2,459 68 

 

（２）買取販売品取扱実績 
  （単位：百万円） 

種   類 
５年度 ６年度 

販売高 販売原価 販売高 販売原価 

穀物 6 6 5 4 

青果物 33 28 46 40 

 

５．保管事業 
（単位：百万円） 

項   目 ５年度 ６年度 

収 益 

保管料 20 20 

荷役料 3 2 

その他 7 5 

計 31 28 

費 用 

倉庫材料費 0 0 

倉庫労務費 - - 

その他の費用 10 8 

 計 10 8 

差  引 21 20 

 

６．加工事業 
（単位：百万円） 

項   目 ５年度 ６年度 

特産品加工 
収益 118 99 

費用 104 83 

みそ加工 
収益 2 - 

費用 2 - 

差  引 14 16 

（注）特産品加工とは、山の芋、黒大豆、栗などです。 

 

７．利用事業 
（単位：百万円） 

項   目 ５年度 ６年度 

育苗センター 
収益 148 146 

費用 96 96 

カントリーエレベーター 

ライスセンター 

収益 111 96 

費用 80 76 

葬祭センター 
収益 3 2 

費用 0 0 

直売所 
収益 86 129 

費用 59 93 

その他利用事業 
収益 128 174 

費用 98 134 

差  引 144 149 

 

８．その他の事業 
（単位：百万円） 

種   類 ５年度 ６年度 備   考 

その他事業 

収益 0 0 
農作業受委託 等 

費用 - - 

差引 0 0  

 



 

 61

 

 

 

９．指導事業 
（単位：百万円） 

項   目 ５年度 ６年度 

収 入 

賦課金 - - 

指導補助金 33 8 

実費収入 - - 

農地保全管理収入 - - 

指導雑収入 16 13 

計 49 22 

支 出 

営農改善費 80 69 

生活文化改善費 - - 

組織活動費 1 1 

教育情報費 7 6 

農地保全管理支出 - - 

指導雑費用 5 4 

計 94 82 

 

 

Ⅳ 経営諸指標 
 

１．利益率 
 

（単位：％） 

項   目 ５年度 ６年度 増  減 

総資産経常利益率 0.253 0.206 △0.047 

資本経常利益率 3.308 2.654 △0.654 

総資産当期純利益率 0.201 0.162 △0.039 

資本当期純利益率 2.632 2.087 △0.545 

（注）１．総資産経常利益率 ＝ 経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 

   ２．資本経常利益率 ＝ 経常利益／純資産勘定平均残高×100 

   ３．総資産当期純利益率＝ 当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 

   ４．資本当期純利益率 ＝ 当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100 

 

 

２．貯貸率・貯証率 
 

（単位：％） 

区   分 ５年度 ６年度 増  減 

貯貸率 
期  末 14.97 15.46 0.49 

期中平均 15.40 14.94 △0.46 

貯証率 
期  末 3.18 6.86 3.68 

期中平均 2.68 5.47 2.79 

（注）１．貯貸率（期  末）＝貸出金残高／貯金残高×100 

   ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 

   ３．貯証率（期  末）＝有価証券残高／貯金残高×100 

   ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100 
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Ⅴ 自己資本の充実の状況 
 

１．自己資本の構成に関する事項 
（単位：百万円） 

項         目 

 

5 年度 6 年度 

 経過措置 

による不

算入額 

 経過措置に

よる不 

算入額 

コア資本に係る基礎項目 

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 24,198  24,595  

 うち、出資金及び資本準備金の額 2,097  2,059  

うち、再評価積立金の額 -  -  

うち、利益剰余金の額 22,183  22,616  

うち、外部流出予定額（△） 72  71  

うち、上記以外に該当するものの額 △8  △９  

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 19  -  

 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 19  -  

うち、適格引当金コア資本算入額 -  -  

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額

のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 
- 

 
- 

 

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 24,218  24,595  

コア資本に係る調整項目 

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額

の合計額 
3  2  

 うち、のれんに係るものの額 -  -  

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 3  2  

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 -  -  

適格引当金不足額 -  -  

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 -  -  

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 -  -  

前払年金費用の額 -  -  

自己保有普通出資等（ 純資産の部に計上されるものを除く。）の額 -  -  

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 -  -  

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 -  -  

特定項目に係る 10 パーセント基準超過額 -  -  

 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 
-  -  

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 
-  -  

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 -  -  

特定項目に係る 15 パーセント基準超過額 -  -  

 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するもの

の額 
-  -  

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連する

ものの額 
-  -  

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 -  -  

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 3  2  

自己資本 

自己資本の額 （（イ）－（ロ）） （ハ） 24,215  24,592  

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額 106,346  100,624  

 資産（オン・バランス）項目 106,346  100,509  

 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 -  -  

 うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージ

ャーに係る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額か

ら経過措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除し

た額（ △） 

- 

 

-  

うち、上記以外に該当するものの額 -  -  

オフ・バランス項目 -  114  

ＣＶＡリスク相当額を８パーセントで除して得た額 -  -  

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 -  -  

マーケット・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 -  -  

勘定間の振替分 -  -  

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 6,454  3,258  

フロア調整額 -  -  

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 112,800  103,882  

自己資本比率 

自己資本比率 （（ハ）／（ニ）） 21.46  23.67  

 
（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）に

基づき算出しています。 

   ２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については信用

リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額にあたっては標準的計測手法で算出してお

り、算出に使用する ILM については、令和６年度は告示第 250 条第 1 項第 3 号に基づき「1」を使用して

います。 

        ３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。
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２．自己資本の充実度に関する事項 
① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 

 
 

 

信用リスク・アセット 

５年度 

エクスポージャーの 

期末残高 

リスク・アセット額 

ａ 

所要自己 

資本額 

b＝a×４％ 

  現金 337 - - 

我が国の中央政府及び中央銀

行向け 
7,811 - - 

外国の中央政府及び中央銀行

向け 
- - - 

国際決済銀行等向け - - - 

我が国の地方公共団体向け 5,025 - - 

外国の中央政府等以外の公共

部門向け 
- - - 

国際開発銀行向け - - - 

地方公共団体金融機構向け - - - 

我が国の政府関係機関向け - - - 

地方三公社向け - - - 

金融機関及び第一種金融商品

取引業者向け 
228,023 45,604 1,824 

法人等向け 170 20 0 

中小企業等向け及び個人向け 10,259 5,521 220 

抵当権付住宅ローン 166 57 2 

不動産取得等事業向け - - - 

三月以上延滞等 28 5 0 

取立未済手形 622 124 4 

信用保証協会等保証付 26,697 2,633 105 

株式会社地域経済活性化支援

機構等による保証付 
- - - 

共済約款貸付 - - - 

出資等 644 644 25 

 
(うち出資等のエクスポー

ジャー) 
644 644 25 

 
(うち重要な出資のエクス

ポージャー) 
- - - 

上記以外 24,895 51,733 2,069 

 

(うち他の金融機関等の対

象資本等調達手段のうち

対象普通出資等及びその

他外部 TLAC 関連調達手

段に該当するもの以外の

ものに係るエクスポージ

ャー) 

- - - 

(うち農林中央金庫又は農

業協同組合連合会の対象

資本調達手段に係るエク

スポージャー) 

17,483 43,709 1,748 

(うち特定項目のうち調整

項目に算入されない部分

に係るエクスポージャー) 

408 1,020 40 

(うち総株主等の議決権の

百分の十を超える議決権

を保有している他の金融

機関等に係るその他外部T

LAC 関連調達手段に関す

るエクスポージャー) 

- - - 

(うち総株主等の議決権の百

分の十を超える議決権を保

有していない他の金融機関

等に係るその他外部 TLAC

関連調達手段に係る 5％基

準額を上回る部分に係るエ

クスポージャー) 

- - - 
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（単位：百万円）  

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごと

に記載しています。 

   ２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金

や有価証券等が該当します。 

   ３．「三月以上延滞等」とは，元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポ

ージャー及び「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 15

0％になったエクスポージャーのことです。 

   ４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 

   ５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャ

ーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。 

   ６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセ

ットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが

該当します。 

   ７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる

保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。  

   ８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。 

 

   ＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞ 

        粗利益（直近 3 年間のうち正の値の合計額）×15％ 

        直近 3 年間のうち粗利益が正の値であった年数 

 

  

信用リスク・アセット 

５年度 

エクスポージャーの 

期末残高 

リスク・アセット額 

A 

所要自己 

資本額 

b＝a×４％ 

  
 

(うち上記以外のエクスポ

ージャー) 
7,003 7,003 280 

証券化 - - - 

 
(うち STC 要件適用分) - - - 

(うち非 STC 適用分) - - - 

再証券化 - - - 

リスク・ウエイトのみなし計算

が適用されるエクスポージャ

ー 

- - - 

 

(うちルックスルー方式) - - - 

(うちマンデート方式) - - - 

(うち蓋然性方式 250％) - - - 

(うち蓋然性方式 400％) - - - 

(うちフォールバック方式) - - - 

経過措置によりリスク・アセッ

トの額に算入されるものの額 
- - - 

他の金融機関等の対象資本調

達手段に係るエクスポージャ

ーに係る経過措置によりリス

ク・アセットの額に算入されな

かったものの額（△） 

- - - 

標準的手法を適用する 

エクスポージャー別計 
304,680 106,346 4,253 

CVA リスク相当額÷ 

８％ 
- - - 

中央清算機関関連 

エクスポージャー 
- - - 

合計（信用リスク・ 

アセットの額） 
304,680 106,346 4,253 

オペレーショナル・リスクに対する

所要自己資本の額 

＜基礎的手法＞ 

オペレーション・リスク相当額を８％で除して得た額 
所要自己 

資本額 

a 
ｂ＝ａ× 

４％ 

6,454 258 

所要自己資本額計 

 

 

リスク・アセット等 

（分母）計 

所要自己 

資本額 

a 
ｂ＝ａ× 

４％ 

112,800 4,512 

÷ ８％ 
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② 信用リスク・アセットの額および信用リスクに対する所要自己資本の額ならびに区分ごとの内訳 
（単位：百万円） 

 ６年度 

信用リスク・アセット エクスポージャ

ーの期末残高 

リスク・アセット額 

a 

所要自己資本額 

b=a×4% 

  現金 471 - - 

我が国の中央政府及び中央銀行向け 17,221 - - 

外国の中央政府及び中央銀行向け 0 - - 

国際決済銀行等向け - - - 

我が国の地方公共団体向け 4,081 - - 

外国の中央政府等以外の公共部門向け - - - 

国際開発銀行向け - - - 

地方公共団体金融機構向け - - - 

我が国の政府関係機関向け - - - 

地方三公社向け - - - 

金融機関、第一種金融商品取引業者及

び保険会社向け 
208,731 41,746 1,669 

 （うち第一種金融商品取引業者及

び保険会社向け） 
- - - 

カバード・ボンド向け - - - 

法人等向け（特定貸付債権向けを含

む。） 
30 11 0 

（うち特定貸付債権向け） 
- - - 

中堅中小企業等向け及び個人向け 4,755 1,345 53 

 （うちトランザクター向け） 47 21 0 

不動産関連向け 5,565 2,288 91 

   （うち自己居住用不動産等向け） 5,550 2,279 91 

（うち賃貸用不動産向け） 3 1 0 

（うち事業用不動産関連向け） 11 7 0 

（うちその他不動産関連向け） - - - 

（うち ADC 向け） - - - 

劣後債券及びその他資本性証券等 - - - 

延滞等向け（自己居住用不動産関連向

けを除く。） 
47 21 0 

自己居住用不動産等向けエクスポージ

ャーに係る延滞 
10 4 0 

取立未済手形 860 172 6 

信用保証協会等による保証付 27,698 2,733 109 

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付 
- - - 

株式等 - - - 

共済約款貸付 647 647 25 

上記以外 24,832 51,653 2,066 

 （うち重要な出資のエクスポージ

ャー） 
- - - 

（うち他の金融機関等の対象資本

等調達手段のうち対象普通出資等

及びその他外部ＴＬＡＣ関連調達

手段に該当するもの以外のものに

係るエクスポージャー） 

- - - 

（ うち農林中央金庫の対象資本調

達手段に係るエクスポージャー） 
17,483 43,709 1,748 

（うち特定項目のうち調整項目に

算入されない部分に係るエクスポ

ージャー） 

396 991 39 

（うち総株主等の議決権の百分の

十を超える議決権を保有している

他の金融機関等に係るその他外部

TLAC 関連調達手段に関するエク

スポージャー） 

- - - 
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（単位：百万円） 

 ６年度 

信用リスク・アセット エクスポージャ

ーの期末残高 

信用リスク・アセット エクスポージャ

ーの期末残高 

   （うち総株主等の議決権の百分の

十を超える議決権を保有していな

い他の金融機関等に係るその他外

部 TLAC 関連調達手段に係るエク

スポージャー） 

- - - 

（うち上記以外のエクスポージャ

ー） 
6,952 6,952 278 

証券化 - - - 

 （うちＳＴＣ要件適用分） - - - 

（短期ＳＴＣ要件適用分） - - - 

（うち不良債権証券化適用分） - - - 

（うち STC・不良債権証券化適用

対象外分） 
- - - 

再証券化 - - - 

リスク・ウェイトのみなし計算が適用

されるエクスポージャー 
- - - 

 （うちルックスルー方式） - - - 

（うちマンデート方式） - - - 

（うち蓋然性方式 250%） - - - 

 （うち蓋然性方式 400%） - - - 

（うちフォールバック方式） - - - 

他の金融機関等の対象資本調達手段に

係るエクスポージャーに係る経過措置

によりリスク・アセットの額に算入さ

れなかったものの額(△) 

- - - 

標準的手法を運用するエクスポージャー

計 
294,955 100,624 4,024 

ＣＶＡリスク相当額÷８％ 

（簡便法） 
- - - 

中央清算期間関連エクスポージャー - - - 

合計（信用リスク・アセットの額） 294,955 100,624 4,024 

マーケット・リスク 

に対する所要自己資本の額 

＜簡易方式又は標準的方式＞ 

マーケット・リスク相当額をの合計額を

８％で除して得た額 

a 

所要自己資本額 

b=a×4% 

- - 

オペレーショナル・リスク 

に対する所要自己資本の額 

＜標準的計測手法＞ 

オペレーショナル・リスク相当額を８％

で除して得た額 

a 

所要自己資本額 

b=a×4% 

3,258 130 

所要自己資本額 

リスク・アセット等 

(分母)合計 

a 

所要自己資本額 

b=a×4% 

103,882 4,155 
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③ オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要 
（単位：百万円） 

 ６年度 

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 3,258 

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 130 

ＢＩ 2,172 

ＢＩＣ 260 

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージ

ャーの種類ごとに記載しています。 

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、具体

的には貸出金や有価証券等が該当します。 

３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化

し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。 

４．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減

手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額が含まれます。 

５．オペレーショナル・リスク相当額は標準的計測手法により算出しており、算出に使用する ILM は告示第

250 条第１項第３号に基づき「１」を使用しております。 
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３．信用リスクに関する事項 

① 信用リスクに関するエクスポージャー(地域別,業種別,残存期間別)及び延滞ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰの期末残高 
（単位：百万円） 

 ５年度 ６年度 

信用リス 

クに関す 

るエクス 

ポージャ 

ーの残高 

 
三月以上 

延滞エク 

スポージ 

ャー 

信用リス 

クに関す 

るエクス 

ポージャ 

ーの残高 

 

延滞エク 

スポージ 

ャー 
うち 

貸出金等 

うち 

債券 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

 国内 304,680 41,349 8,808 28 294,955 41,192 18,219 58 

 国外 - - - - - - - - 

地域別残高計 304,680 41,349 8,808 28 294,955 41,192 18,219 58 

 

法 
 

人 

農業 60 60 - - 72 72 - - 

 林業 - - - - - - - - 

 水産業 - - - - - - - - 

 製造業 53 53 - - 52 52 - - 

 鉱業 - - - - - - - - 

 建設・不動産業 190 190 - 6 208 208 - 5 

 
電気･ガス･ 

熱供給･水道業 
- - - - - - - - 

 運輸･通信業 73 73 - - 91 91 - - 

 金融･保険業 228,023 - - - 208,731 - - - 

 
卸売･小売･飲食 

サービス業 
135 135 - - 136 136 - 36 

 
日本国政府 

地方公共団体 
12,836 4,028 8,808 - 21,303 3,084 18,219 - 

 上記以外 18,157 29 - - 18,130 0 - - 

 個人 36,778 36,778 - 21 37,546 37,546 - 15 

 その他 8,372 - - - 8,681 - - - 

業種別残高計 304,680 41,349 8,808 27 294,955 41,192 18,219 57 

 １年以下 228,649 626 -  209,578 847 -  

 １年超３年以下 1,002 1,002 -  913 913 -  

 ３年超５年以下 1,907 1,907 -  1,979 1,979 -  

 ５年超７年以下 1,865 1,865 -  1,837 1,837 -  

 ７年超 10 年以下 4,830 3,833 996  4,207 3,210 997  

 10 年超 39,127 31,316 7,811  48,700 31,478 17,221  

 
期限の定めの 

ないもの 
27,297 796 -  27,738 926 -  

残存期間別残高計 304,680 41,349 8,808  294,955 41,192 18,219  

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産(自己資本控除となるもの、リスク・ウエイトのみなし計算が適用さ

れるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生

商品取引の与信相当額を含みます。 

   ２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポージ

ャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機関が

融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。 

   ３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。 

   ４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポー

ジャーをいいます。 

   ５．「延滞エクスポージャー」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。 

①金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険

債権」、「要管理債権」に該当すること。 

②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。 

③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。 
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② 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額、業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額及び貸出金償却の額 
（単位：百万円） 

区   分 

５年度 ６年度 

期
首
残
高 

期
中
増
加
額 

期中減少額 
期
末
残
高 

貸
出
金
償
却 

期
首
残
高 

期
中
増
加
額 

期中減少額 
期
末
残
高 

貸
出
金
償
却 

目
的
使
用 

そ
の
他 

目
的
使
用 

そ
の
他 

一般貸倒引当金 117 46 - 117 46  19 - - 19 -  

個別貸倒引当金 73 50 - 73 50  37 30 - 37 30  

 
国内 73 50 - 73 50  37 30 - 37 30  

国外 - - - - -  - - - - -  

地 域 別 計 73 50 - 73 50  37 30 - 37 30  

 

法 
 

 

人 

農業 - - - - - - - - - - - - 

林業 - - - - - - - - - - - - 

水産業 - - - - - - - - - - - - 

製造業 - - - - - - - - - - - - 

鉱業 - - - - - - - - - - - - 

建設･不動産業 5 5 - 5 5 - 5 4 - 5 4 - 

電気･ガス･ 

熱供給･水道業 
- - - - - - - - - - - - 

運輸･通信業 - - - - - - - - - - - - 

金融･保険業 - - - - - - - - - - - - 

卸売･小売･飲食･ 

サービス業 
32 25 - 32 25 - 25 18 - 25 18 - 

その他 - - - - - - - - - - - - 

個人 35 19 - 35 19 - 19 14 - 19 14 - 

業 種 別 計 73 50 - 73 50 - 50 37 - 50 37 - 

 

③ 信用リスク・アセット残高内訳表 

（単位：百万円） 

 ６年度 

 

 

項目 

リスク・ウェ

イト（％） 

CCF･信用リスク削減 

効果適用前 

CCF･信用リスク削減 

効果適用後 

 

リスク･ウ

ェイトの

加重平均

値 

オン･バラ

ンス資産

項目 

オフ･バラ

ンス資産

項目 

オン･バラ

ンス資産

項目 

オフ･バラ

ンス資産

項目 

信用リス

ク･アセッ

トの額 

  A B C D E F(=E/(C+

D)) 

現金 0 471 - 471 - 0 0 

我が国の中央政府及び中央銀

行向け 
0 17,221 - 17,221 - 0 0 

外国の中央政府及び中央銀行

向け 
0～150 - 0 - 0 0 0 

国際決済銀行等向け 0 - - - - - - 

我が国の地方公共団体向け 0 4,081 - 4,081 - 0 0 

外国の中央政府等以外の公共

部門向け 
20～150 - - - - - - 

国際開発銀行向け 0～150 - - - - - - 

地方公共団体金融機構向け 10～20 - - - - - - 

我が国の政府関係機関向け 10～20 - - - - - - 

地方三公社向け 20 - - - - - - 

金融機関、第一種金融商品取

引業者及び保険会社向け 
20～150 208,731 - 208,731 - 41,746 0 

 （うち第一種金融商品取

引業者及び保険会社向け） 
20～150 - - - - - - 

カバード・ボンド向け 10～100 - - - - - - 
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（単位：百万円） 

 ６年度 

 

 

項目 

リスク・ウェ

イト（％） 

CCF･信用リスク削減 

効果適用前 

CCF･信用リスク削減 

効果適用後 

 

リスク･ウ

ェイトの

加重平均

値 

オン･バラ

ンス資産

項目 

オフ･バラ

ンス資産

項目 

オン･バラ

ンス資産

項目 

オフ･バラ

ンス資産

項目 

信用リス

ク･アセッ

トの額 

  A B C D E F(=E/(C+

D)) 

法人等向け（特定貸付債権向

けを含む。） 
20～150 30 - 11 - 11 0 

 （うち特定貸付債権向け） 20～150 - - - - - - 

中堅中小企業等向け及び個人

向け 
45～100 4,601 1,534 3,503 154 1,345 0 

 （うちトランザクター向

け） 
45 - 474 - 47 21 0 

不動産関連向け 20～150 5,548 42 5,533 17 2,288 0 

 （うち自己居住用不動産

等向け） 
20～75 5,533 42 5,518 17 2,279 0 

 （うち賃貸用不動産向け） 30～150 3 - 3 - 1 0 

（うち事業用不動産関連

向け） 
70～150 11 - 11 - 7 0 

（うちその他不動産関連

向け） 
60 - - - - - - 

（うち ADC 向け） 100～150 - - - - - - 

劣後債券及びその他資本性証

券等 
150 - - - - - - 

延滞等向け（自己居住用不動

産関連向けを除く。） 
50～150 22 0 22 0 21 0 

自己居住用不動産等向けエク

スポージャーに係る延滞 
100 4 - 4 - 4 0 

取立未済手形 20 860 - 860 - 172 0 

信用保証協会等による保証付 0～10 27,698 - 27,331 - 2,733 0 

株式会社地域経済活性化支援

機構等による保証付 
10 - - - - - - 

株式等 250～400 647 - 647 - 647 0 

共済約款貸付 0 - - - - - - 

上記以外 100～1250 24,832 0 24,832 0 51,653 0 

 （うち重要な出資のエク

スポージャー） 
1250 - - - - - - 

（うち他の金融機関等の

対象資本等調達手段のう

ち対象普通出資等及びそ

の他外部 TLAC 関連調達

手段に該当するもの以外

のものに係るエクスポー

ジャー） 

250～400 - - - - - - 

（うち農林中央金庫の対

象資本調達手段に係るエ

クスポージャー） 

250 17,483 - 17,483 - 43,709 0 

（うち特定項目のうち調

整項目に算入されない部

分に係るエクスポージャ

ー） 

250 396 - 396 - 991 0 

（うち総株主等の議決権

の百分の十を超える議決

権を保有している他の金

融機関等に係るその他外

部 TLAC 関連調達手段に

係るエクスポージャー） 

250 - - - - - - 
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（単位：百万円） 

 ６年度 

 

 

 

項目 

リス

ク・ウ

ェイト

（％） 

CCF･信用リスク削減 

効果適用前 

CCF･信用リスク削減 

効果適用後 

 

リスク･ウ

ェイトの

加重平均

値 

オン･バラ

ン ス 資 産

項目 

オフ･バラ

ン ス 資 産

項目 

オン･バラ

ンス資産

項目 

オフ･バラ

ンス資産

項目 

信用リス

ク･アセッ

トの額 

  A B C D E F(=E/(C+

D)) 

 （うち総株主等の議決権の百

分の十を超える議決権を保有

していない他の金融機関等に

係るその他外部 TLAC 関連調

達手段に係るエクスポージャ

ー） 

150 

 
- - - - - - 

（うち右記以外のエクスポー

ジャー） 

100 

 
6,952 0 6,952 0 6,952 0 

証券化 － - - - - - - 

 （うちＳＴＣ要件適用分） － - - - - - - 

（短期ＳＴＣ要件適用分） － - - - - - - 

（うち不良債権証券化適用分） － - - - - - - 

（うち STC・不良債権証券化

適用対象外分） 

－ 
- - - - - - 

再証券化 － - - - - - - 

リスク・ウェイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャー 

－ 
- - - - - - 

未決済取引 －     -  

他の金融機関等の対象資本調達手

段に係るエクスポージャーに係る

経過措置によりリスク・アセット

の額に算入されなかったものの額

（△） 

－ 

    -  

合計（信用リスク・アセットの額） －     100,624  

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。 
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④ ポートフォリオの区分ごとのＣＣＦ適用後および信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャーの額 

 

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、令和５年度については、記載しておりません。 

  

我 が 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け

外 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け

国 際 決 済 銀 行 等 向 け

我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け

外国 の 中 央 政 府 等 以 外 の 公 共 部 門 向け

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け

地 方 三 公 社 向 け

国 際 開 発 銀 行 向 け

金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険

会 社 向 け

（うち、第一種金融商品取引業者及び保険会

社 向 け ）

カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け

法 人 等 向 け

（ 特 定 貸 付 債 権 向 け を 含 む 。 ）

（ う ち 特 定 貸 付 債 権 向 け ）

劣 後 債 権 及 び そ の 他 資 本 性 証 券 等

株 式 等

中 堅 中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け

（ う ち ト ラ ン ザ ク タ ー 向 け ）

不 動 産 関 連 向 け

う ち 自 己 居 住 用 不 動 産 等 向 け

不 動 産 関 連 向 け

う ち 賃 貸 用 不 動 産 向 け

不 動 産 関 連 向 け

う ち 事 業 用 不 動 産 関 連 向 け

不 動 産 関 連 向 け

う ち そ の 他 不 動 産 関 連 向 け

不 動 産 関 連 向 け
う ち Ａ Ｄ Ｃ 向 け

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除
く 。 ）

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに
係 る 延 滞

現 金

取 立 未 済 手 形

信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証 付

共 済 約 款 貸 付

0% 20%

その他 合計

170,090 30,490 914,929 3,306 2,450,235 1,930,533

37.50% 40% 50% 62.50% 70% 75%20% 25% 30% 31.25% 35%

17,012 19,133 5,535,728

30% 35% 43.75% 45% 56.25% 合計60% 75% 93.75% 105% 150% その他

0 3,414

70% 90% 110% 112.50% 150% その他 合計

3,414

合計

11,238 0

0% 10% 20% 100% その他 合計

1,935 20,270

4,928

0

0 4,928

860,332 0 860,332

471,418 0 471,418

50% 100% 150% その他

0 27,325,179 0 0 6,047 27,331,226

0 17,221,946

50 0 50

その他0% 10% 20% 50% 100% 150%

0% 20% 30% 50% 100% 150%

10% 15% 20% 25% 35% 50% 100% その他 合計

100% 150% 250% 400% その他 合計

その他 合計

47,480

45% 75% 100%

0 47,480

合計

50% 100% 150%

100% 150% その他

11,238

60% その他

合計

17,221,946

合計

4,081,946

36 22,241

647,199 0 647,199

0 4,081,946

合計

208,731,427 0 208,731,427

75% 100% 150% その他20% 30% 40% 50%

その他 合計

11,797

20% 50% 75% 80% 85% 100%

信用リスク・エクスポージャーの額（ＣＣＦ・信用リスク削減手法適用後)

その他 合計

47,480 1,141,583 0 2,469,407 3,658,470

0 11,797

130% 150% その他 合計
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⑤ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト 1250％を適用する残高 
（単位：百万円） 

 
５年度 

格付あり 格付なし 計 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

リスク･ウエイト０％ - 14,834 14,834 

リスク･ウエイト２％ - - - 

リスク･ウエイト４％ - - - 

リスク･ウエイト 10％ - 26,331 26,331 

リスク･ウエイト 20％ - 231,011 231,011 

リスク･ウエイト 35％ - 164 164 

リスク･ウエイト 50％ - 26 26 

リスク･ウエイト 75％ - 6,749 6,749 

リスク･ウエイト 100％ - 7,670 7,670 

リスク･ウエイト１５０％ - 0 0 

リスク･ウエイト２５０％ - 17,892 17,892 

その他 - - - 

リスク･ウエイト 1250% - - - 

計 - 304,680 304,680 

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産(自己資本控除となるもの、リスク・ウエイトのみなし計算が

適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く)並びにオフ・バランス

取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。 

   ２．｢格付あり｣には原エクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣には原エク

スポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機

関による依頼格付のみ使用しています。 

   ３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによ

って集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。 

   ４．1250%には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免

責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト 1250%を適用したエクスポージャーが

あります。 

    

⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト 1250％を適用する残高 

 
 （単位：百万円、％） 

 

 

リスク・ウェイト区分 

 

 

令和６年度 

CCF・信用リスク削減効果適用前エ

クスポージャー 

 

CCF の 

加重平均値 

（％） 

資産の額および与信相当

額の合計額 

（CCF・信用リスク削減

効果適用後） 
オン・バランス 

資産項目 

オフ・バランス 

資産項目 

40％未満 263,776 0 10 262,296 

40％～70％ 4,400 474 10 4,441 

75％ 1,055 1,005 11 1,158 

80％ 0 0 10 0 

85％ - - - - 

90％～100％ 36 0 12 36 

105％～130％ - - - - 

150％ 0 - - 0 

250％ 647 - - 647 

400％ - - - - 

1250％ - - - - 

その他 3 96 10 12 

合計 269,919 1,557 11 268,593 

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い、「リスク・ウェイト区分」の変更や「ＣＣＦの加重平均値」

の追加等を行っております。 
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４．信用リスク削減手法に関する事項 
 

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

 

「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャ

ーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、

担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用しています。 

適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相手のため

に第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引に

ついて信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 

保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、

地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または

第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのう

ち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク･ウエイトを

適用しています。 

 ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付が A-または A3 以上で、

算定基準日に長期格付が BBB-または Baa3 以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのう

ち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイト

を適用しています。 

貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にか

かわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手

との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が

継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されてい

ること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用

後のエクスポージャー額としています。 

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価の見直しを行っています。なお、

主要な担保の種類は自組合貯金です。 

 

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 
（単位：百万円） 

区   分 

５年度 

適格金融 

資産担保 
保証 

クレジット・ 

デリバティブ 

地方公共団体金融機構向け - - - 

我が国の政府関係機関向け - - - 

地方三公社向け - - - 

金融機関向け及び第一種金融

商品取引業者向け 
- - - 

法人等向け 55 - - 

中小企業等向け及び個人向け 72 2,365 - 

抵当権住宅ローン - - - 

不動産取得等事業向け - - - 

三月以上延滞等 - - - 

証券化 - - - 

中央清算機関関連 - - - 

上記以外 - - - 

合   計 128 2,365 - 

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、

主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。 

   ２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債

務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向

け」等においてリスク・ウエイトが 150％になったエクスポージャーのことです。 

   ３．「証券化」（証券化エクスポージャー）とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二

以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引に

かかるエクスポージャーのことです。 

   ４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政

府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資

産等）が含まれます。 

   ５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プ

ロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を

結び、当該第三者に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り

手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。 
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（単位：百万円） 

  

令和６年度 

適格金融 

資産担保 
保証 

クレジット・ 

デリバティブ 

地方公共団体金融機構向け - - - 

我が国の政府関係機関向け - - - 

地方三公社向け - - - 

金融機関、第一種金融商品取引業者及び 

保険会社向け 
- - - 

法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） - - - 

中堅中小企業等向け及び個人向け 168 2,286 - 

自己居住用不動産等向け - 19 - 

賃貸用不動産向け - - - 

事業用不動産関連向け - - - 

延滞等向け（自己居住用不動産等向けを

除く。） 
- - - 

自己居住用不動産等向けエクスポージャ

ーに係る延滞 
- - - 

証券化 - - - 

中央清算機関関連 - - - 

上記以外 - - - 

合計 168 2,305 - 

（注） １．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のこと

をいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 

２．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことをいいます。 

①金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に規定する「破産更生債権およ

びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること。 

②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと。 

③３か月以上限度額を超過した当座貸越であること。 

３．「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポー

ジャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことで

す。 

４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・

外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・

その他の資産（固定資産等）等が含まれます。 

５. 「クレジット・デリバティブ」とは、第三者(参照組織)の信用リスクを対象に、信用リス

クを回避したい者(プロテクションの買い手)と信用リスクを取得したい者(プロテクショ

ンの売り手)との間で契約を結び、参照組織に信用事由(延滞・破産など)が発生した場合

にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいま

す。 
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５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 

 

該当する取引はありません。 

 

 

６．証券化エクスポージャーに関する事項 

 

該当する取引はありません。 

 

 

７．CVA リスクに関する事項 
 

CVA リスクを算出すべき派生商品の取引はありません。 

 

 

８．マーケット・リスクに関する事項  
 

当ＪＡは、自己資本比率算出上、マーケット・リスク相当額に係る額を不算入としております。 

 

 

９．オペレーショナルリスクに関する事項 
 

◇リスク管理の方針および手続の概要 

自己資本比率の算出上で考慮すべき「オペレーショナル・リスク」は、P.1３「リスク管理の状況」に記載している

オペレーショナル・リスク、事務リスク、システムリスク等が該当し、それぞれ記載の管理方法で管理しています。 

 

◇ＢＩの算出方法 

ＢＩ（事業規模指標）の額は、ILDC（金利要素）、SC（役務要素）および FC（金融商品要素）を合計して算出し

ています。なお、ILDC、SC および FC の額は告示第 249 条に定められた方法に基づき算出しております。 

 

◇ＩＬＭの算出方法 

ＩＬＭ（内部損失乗数）は、告示第 250 条第１項第３号に基づき「１」を使用しております。 

 

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＢＩの算出から除外した事業部門の有無 

該当ありません。 

 

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ＩＬＭの算出から除外した特殊損失の有無（特殊損失を除外

した場合には、その理由も含む） 

該当ありません。 
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１０．出資等または株式等エクスポージャーに関する事項 

 

① 出資等または株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

 

「出資等または株式等エクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資とし

て計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社等出資②その他有価証券、③系統および系統外

出資に区分して管理しています。 

 

①子会社等出資については、経営上密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的運営を目的として、

株式を保有しています。これらの会社の経営については決算書類の分析等、適切な業務把握につとめています。 

 

②その他有価証券については、中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握およびコント

ロールにつとめています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬ

Ｍなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成する運用会議及びＡＬＭ委員会を定期的に開催し

て、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及び運用会議・ＡＬＭ委

員会で決定された取引方針等に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引につ

いては企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告し

ています。 

 

③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通じた連合

会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。 

 

なお、これらの出資等または株式等エクスポージャーの評価等については、①子会社等出資については取得原価を

記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を、②その他有価証券については時価評価を行った上で、取得原

価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上しています。③系統および系統

外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定することとしています。ま

た、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。 

 

② 出資等または株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 
（単位：百万円） 

 
５年度 ６年度 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

上場 - - - - 

非上場 18,127 18,127 18,130 18,130 

合 計 18,127 18127 18,130 18,130 

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。 

 

③ 出資等または株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

 

該当する取引はありません。 

 

④ 貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額（その他有価証券の評価損益等） 
（単位：百万円） 

５年度 ６年度 

評価益 評価損 評価益 評価損 

- - - - 

 

⑤ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等） 

 

該当する取引はありません。 
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１１．リスク・ウエイト のみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 

 

該当する取引はありません。 

 

 

１２．金利リスクに関する事項 
 

① 金利リスクの算定方法の概要 

 

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する中で金

利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。 

当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際は、適切なリスクコントロールに努めています。具体的な金利リスク管理

方針および手続きについては以下のとおりです。 

 

 ◇リスク管理の方針および手続きの概要 

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明 

  当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと一体的

に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（IRRBB）については、個別の管理指標の設定やモ

ニタリング体制の整備などにより厳正な管理につとめています。 

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明 

  当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対する IRRBB の比率の管理や収支シミュレーションの分析な

どを行いリスク削減につとめています。 

・金利リスク計測の頻度 

  月末を基準日として、四半期ごとに IRRBB を計測しています。 

・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明 

  当ＪＡは、金利スワップ等のヘッジ手段を活用し金利リスクの削減につとめています。また、金利リスクに対す

るヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上および監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会）に規程する繰延ヘッジによっています。 

 

◇金利リスクの算定手法の概要 

当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿EVE）については、金利感応ポジションにかかる基準日時点のイ

ールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算さ

れたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、ス

ティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。 

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期 

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 1.25 年です。 

 ・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期 

   流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 5 年です。 

 ・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提 

   流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。 

 ・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提 

   固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。 

 ・複数の通貨の集計方法およびその前提 

   通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。 

 ・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか） 

   一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利

変動ショックの設定上は不変としています。 

 ・内部モデルの使用等、⊿EVE および⊿NII に重大な影響を及ぼすその他の前提 

   内部モデルは使用しておりません。 

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明 

該当ありません。 

 ・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 

   該当ありません。 
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◇⊿EVE および⊿NII 以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項 

・金利ショックに関する説明 

  リスク資本配賦管理として VaR で計測する市場リスク量を算定しています。 

・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE

および⊿NII と大きく異なる点 

  特段ありません。 

 

②  金利リスクに関する事項 
（単位：百万円） 

IRRBB1：金利リスク 

項番  
⊿EVE ⊿NII 

５年度 ６年度 ５年度 ６年度 

1 上方パラレルシフト 183 843 - - 

2 下方パラレルシフト - - 101 364 

3 スティープ化 1,025 1,730   

4 フラット化 - -   

5 短期金利上昇 - -   

6 短期金利低下 379 669   

7 最大値 1,025 1,730 101 364 

  ５年度 ６年度 

8 自己資本の額 24,215 24,592 
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＜開示項目対比掲載ページ＞ 
 

 

 

農協法による開示基準対比での掲載ページ 
№ 開 示  基 準  項 目 掲載ﾍﾟｰｼﾞ 

 Ⅰ．組合単体ベースのディスクロージャー開示項目  

１ 業務の運営の組織 28 

２ 理事及び監事の氏名及び役職名 32 

３ 会計監査人の氏名又は名称 49 

４ 事務所の名称及び所在地 33 

５ 

特定信用事業代理業者に関する事項 

(1) 特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名及び所在地 

(2) 特定信用事業代理業を営む営業所又は事務所の所在地 

32 

６ 主要な業務の内容 17 

７ 事業の概況 4 

８ 

直近５事業年度における業務の状況を示す指標 

(1) 経常収益 

(2) 経常利益又は経常損失 

(3) 当期剰余金又は当期損失金 

(4) 出資金及び出資口数 

(5) 純資産額 

(6) 総資産額 

(7) 貯金等残高 

(8) 貸出金残高 

(9) 有価証券残高 

(10) 単体自己資本比率 

(11) 剰余金の配当の金額 

(12) 職員数  

50 

９ 

直近２事業年度の事業の状況を示す指標 

(1) 主要な業務の状況を示す指標 

(2) 貯金に関する指標 

(3) 貸出金等に関する指標 

(4) 有価証券に関する指標 

50,52,56 

10 リスク管理の体制 13 

11 法令遵守の体制 14 

12 中小企業等の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況 12 

13 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 14 

14 直近２事業年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書 34 , 46 

15 

直近２事業年度の債権に係る事項 

(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

(2) 危険債権 

(3) 三月以上延滞債権 

(4) 貸出条件緩和債権 

(5) 正常債権 

54 

16 元本補てん契約のある信託に係る債権に関する事項 55 

17 直近２事業年度の自己資本の充実の状況 62 

18 

次の取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 

(1) 有価証券 

(2) 金銭の信託 

(3) デリバティブ取引 

(4) 金融等デリバティブ取引（法第10条第6項第13号に規定する取引） 

(5) 有価証券店頭デリバティブ取引（法第10条第6項第15号に規定する取引） 

57  

19 直近２事業年度の貸倒引当金の期末残高及び期中増減額 55 

20 直近２事業年度の貸出金償却の額 55 

21 法第37条の2第3項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨 49 
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